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株主のみなさまへ

代表取締役社長

お客様にとって、
なくてはならない存在であり続けるため、
エプソンはこれからも挑戦し続けます。

　株主のみなさまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
ここに、第 72回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。
　エプソンは、「SE15後期 新中期経営計画」の初年度である当期において、
既存事業領域における商品構成の見直しとビジネスモデルの転換および新
規事業領域における積極的な市場開拓に努め、各事業の構造改革に向け
て着実な一歩を踏み出すことができました。
　これらの取り組みの成果に加え、期を通じての為替効果もあり、当期
の連結業績は、売上高 1兆 36 億円、営業利益 849 億円、当期純利益
836億円となり、前期を大きく上回る結果を残すことができました。
　今後とも「省・小・精の技術」から生み出される独創のコア技術により、
新たなお客様価値を創造し続け、これまでよりはるかに広い領域のお客様
に期待を超える商品・サービスをお届けしてまいります。
　株主のみなさまにおかれましては、これらの取り組みにご期待いただくと
ともに、一層のご支援・ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

平成 26年 5月
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招集ご通知 2

株 主 各 位 証券コード 6724
平成26年５月30日

東京都新宿区西新宿二丁目４番１号

代表取締役社長 碓井 稔
　
　

第72回定時株主総会招集ご通知
　
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第72回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあ
げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等により議決権を行使することができます
ので、３頁のご案内に従って、平成26年６月23日（月曜日）午後５時までに議決権をご行使くださいます
ようお願い申しあげます。

敬具
　

記
1. 日 時 平成26年６月24日（火曜日） 午前10時
2. 場 所 東京都千代田区丸の内三丁目２番１号

東京會舘 ９階 ローズルーム
3. 目的事項 報告事項 1. 第72期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）事業報告の

内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結
計算書類監査結果報告の件

2. 第72期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）計算書類の
内容報告の件

決議事項 第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役10名選任の件
第３号議案　監査役２名選任の件
第４号議案　取締役賞与支給の件
第５号議案　当社株式の大量取得行為に関する対応策の更新の件
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議決権行使に関するご案内 インターネットによる議決権行使方法

インターネットによる開示に関するご案内

招集ご通知3

1. 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合
　 は、インターネットによる行使を有効な行使としてお取り扱い
　 いたします。
2. インターネットにより複数回数、議決権を行使された場合は、最
　 後の行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。

1. 招集通知に添付すべき書類のうち、以下の事項につきましては、   
　 法令および当社定款第 15条の規定に基づき、当社ウェブサイト
　 に掲載しておりますので、本添付書類には記載しておりません。
　 ① 連結計算書類の連結注記表 
　 ② 計算書類の個別注記表
　 　なお、会計監査人および監査役が監査した連結計算書類およ
　 び計算書類には、当社ウェブサイトに掲載している連結注記表お
　 よび個別注記表が含まれております。
2. 株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に
　 修正が生じた場合には、当社ウェブサイトにおいてお知らせいたし
　 ます。

　議決権行使サイトにおいて、議決権行使書用紙右片に記載さ
れた「ログイン ID」および「仮パスワード」をご利用いただき、
画面の案内に従って賛否をご入力ください。（ただし、毎日午
前 2時から午前 5時までは取り扱いを休止いたします。）

ご注意事項
パソコン、スマートフォンの場合
　インターネット接続にファイアーウォール等を
使用されている場合、アンチウイルスソフトを設
定されている場合、proxyサーバーをご利用の
場合等、株主様のインターネット利用環境によっ

ては、ご利用できない場合もございます。

携帯電話の場合
　ⅰモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれ
かのサービスをご利用ください。また、セキュリ
ティ確保のため、暗号化通信（SSL 通信）およ

び携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
※「ｉモード」は㈱NTTドコモ、「EZweb」はKDDI㈱、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の
商標または登録商標です。

当社は、株式会社ICJが運営する機関投資家向け
議決権電子行使プラットフォームに参加しております。

ご不明な点等がございましたら、ヘルプデスクへお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社  証券代行部（ヘルプデスク）
   電話 0120-173-027  受付時間 9:00～21:00（通話料無料）

　携帯電話またはスマートフォンによる議
決権行使は、バーコード読取機能を利用し
て、「QRコード」を読み取り、議決権行使サイ
トにアクセスすることも可能です。

● 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容
　の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮 
　パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
● 株主総会招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知
　いたします。
● インターネットに関する費用（プロバイダー接続料金、通信料等）は、株主 
　様のご負担となります。

 議決権行使サイト http://www.evote.jp/

当社ウェブサイト http://www.epson.jp/IR/

当日出席される方へ
　同封の議決権行使書用紙を会場受付へ
ご提出ください。（受付開始予定：午前９時）
　代理人により議決権を行使される場合は、議決権
を有する株主の方1名に委任する場合に限られます。
その際は代理権を証明する書面（委任状）を会場受
付にご提出ください。

書面により議決権を行使される方へ
　同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示
のうえ、ご投函ください。
【平成26年6月23日（月）午後5時到着分まで有効】

インターネットにより議決権を行使される方へ
　議決権行使サイトにアクセスしてご行使く
ださい。（右欄をご参照ください）
【平成26年6月23日（月）午後5時受付分まで有効】
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株主総会参考書類 4

第１号議案 剰余金の処分の件

　剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。
　
期末配当に関する事項
　当社は、利益配分につきましては、経営の
効率性および収益性のさらなる改善によりキ
ャッシュ・フローの向上に努め、安定した配
当を継続することを基本としております。そ
のうえで、今後の事業戦略に応じた資金需要
および業績や財務状況などを総合的に勘案し、
中長期的に連結配当性向30％を継続的に実現
することを目標として、株主の皆様への利益
還元を行う所存であります。

　
　当期は、為替の追い風に加え、情報関連機
器事業セグメントを中心にビジネスモデルの
転換が進んだことなどにより、当期の売上高、
営業利益ともに前年実績を大きく上回ったこ
とから、期末配当は前期に比べ30円増配の１
株につき37円とさせていただきたいと存じま
す。なお、中間配当金として１株につき13円
をお支払いしておりますので、年間配当金は
50円となります。

　
　
　

（1）配当財産の種類 金銭

（2）配当財産の割当てに関する事項
およびその総額

当社普通株式１株につき金37円
総額6,618,941,322円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日 平成26年６月25日
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株主総会参考書類5

第２号議案 取締役10名選任の件

　取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、コーポレート・ガバナンスの一層の向上・強化を図るために社外取締役１名を
増員し、取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、取締役候補者は、取締役会があらかじめ定めた選考基準に基づき、社外取締役が出席す
る取締役選考審議会における審議を経て決定しております。また、社外取締役候補者について
は、「社外役員の独立性にかかる基準（内容は９頁に記載）」に準拠しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

1 うす い みのる

碓井 稔 （昭和30年４月22日生） 再任

所有する当社の株式数 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
昭和54年11月 信州精器株式会社（現当社）入社
平成14年 ６月 当社取締役
平成19年10月 当社常務取締役
平成20年 ６月 当社代表取締役（現任）・同取締役社長（現任）

68,800株

注．同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
　

2 はま のり ゆき

濵 典幸 （昭和29年７月６日生） 再任

所有する当社の株式数 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
昭和53年 ４月 当社入社
平成15年 ６月 当社取締役
平成18年 ６月 当社業務執行役員
平成22年 ４月 当社人事本部長（現任）
平成22年 ６月 当社取締役
平成24年 ６月 当社常務取締役（現任）

26,000株

注．同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

事業報告書 2014年05月16日 20時29分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.40 20131220_01）



株
主
総
会
参
考
書
類

招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

ご
参
考

添
付
書
類

株主総会参考書類 6

3 いの うえ しげ き

井上 茂樹 （昭和30年10月10日生） 再任

所有する当社の株式数 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
昭和54年 ４月 当社入社
平成23年 ６月 当社業務執行役員
平成24年 ６月 当社取締役（現任）
平成25年 ６月 当社事業基盤強化本部長（現任）

6,400株

注．同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
　

4 ふく しま よね はる

福島 米春 （昭和29年１月17日生） 再任

所有する当社の株式数 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
昭和57年 ２月 当社入社
平成21年 ６月 当社業務執行役員
平成22年 ６月 当社取締役（現任）
平成22年 ６月 当社技術開発本部長（現任）

16,200株

注．同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
　

5 く ぼ た こう いち

久保田 孝一 （昭和34年４月３日生） 再任

所有する当社の株式数 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
昭和58年 ４月 エプソン株式会社（現当社）入社
平成22年 ６月 当社業務執行役員
平成24年 ６月 当社取締役（現任）
平成25年 ６月 当社プリンター事業部長（現任）

9,800株

注．同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

事業報告書 2014年05月16日 20時29分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.40 20131220_01）



株主総会参考書類7

6 おく むら もと のり

奥村 資紀 （昭和35年２月16日生） 新任

所有する当社の株式数 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
昭和57年 ４月 信州精器株式会社（現当社）入社
平成22年 ６月 当社業務執行役員（現任）
平成24年10月 当社機器要素技術開発本部長（現任）

10,500株

注．同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
　

7 わた なべ じゅんいち

渡辺 潤一 （昭和36年10月24日生） 新任

所有する当社の株式数 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
昭和60年 ４月 当社入社
平成17年11月 当社VI生産管理部長 兼 機器調達部長
平成25年 ６月 当社ビジュアルプロダクツ事業部長（現任）

－

注．同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
　

8 かわ な まさ ゆき

川名 政幸 （昭和39年７月27日生） 新任

所有する当社の株式数 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
昭和63年 ４月 セイコーエプソン生活協同組合入社
平成11年 ３月 当社入社
平成20年10月 当社人事部長（現任）

－

注．同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
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9 あお き とし はる

青木 利晴 （昭和14年３月21日生） 社外取締役 再任

所有する当社の株式数 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
平成 9年 ６月 日本電信電話株式会社取締役副社長
平成11年 ６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ取締役社長
平成15年 ６月 同社取締役相談役
平成17年 ６月 同社相談役
平成21年 ６月 同社シニアアドバイザー
平成24年 ６月 当社取締役（現任）

3,100株

社外取締役候補者とした理由
　経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しており、候補者として適任であると考えております。
独立性について
　同氏は、日本電信電話株式会社と株式会社エヌ・ティ・ティ・データの業務執行者（取締役副社長・取締役社長）でありまし
た。最近３年間において、当社と日本電信電話株式会社との間に取引関係はありません。また、株式会社エヌ・ティ・ティ・デー
タとの間には、画像データの使用許諾等の取引関係がありますが、同社は社外役員の独立性にかかる基準に定める主要な取引先に
は該当しません。
　なお、当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。原案どおり再任された場合、同氏
は引き続き独立役員となる予定です。
就任してからの年数
　同氏の当社取締役在任期間は本総会終結の時をもって２年となります。

注１．同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
注２．同氏は現在、当社の社外取締役であり、当社は同氏との間で、当社定款第26条第２項の規定に基づき、損害賠償責任の限度額を法令で定める額とする責任限定契

約を締結しております。同氏が再任された場合、当社は同氏との間の前記責任限定契約を継続する予定です。
　

10 おお みや ひで あき

大宮 英明 （昭和21年７月25日生） 社外取締役 新任

所有する当社の株式数 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
平成19年 ４月 三菱重工業株式会社取締役・副社長執行役員
平成20年 ４月 同社取締役社長
平成25年 ４月 同社取締役会長（現任）
　重要な兼職の状況
　一般財団法人日本航空機開発協会理事長
　一般社団法人日本経済団体連合会副会長

－

社外取締役候補者とした理由
　経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しており、候補者として適任であると考えております。
独立性について
　同氏は、三菱重工業株式会社の業務執行者（取締役会長）であります。最近３年間において、当社と同社との間には、半導体製
造装置の売買等の取引関係がありますが、同社は社外役員の独立性にかかる基準に定める主要な取引先には該当しません。
　なお、原案どおり選任された場合、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定です。

注１．同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
注２．同氏が選任された場合、当社は同氏との間で、当社定款第26条第2項の規定に基づき、損害賠償責任の限度額を法令で定める額とする責任限定契約を締結する予定

です。
注３．同氏の過去5年間における他の会社の役員在任中に当該会社で発生した法令・定款違反または不正な業務執行の事実について

同氏が三菱重工業株式会社の取締役在任中に、同社において、一部の自動車部品事業に関し、競争事業者との不適切な情報交換等のカルテル行為がありました。
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社外役員の独立性にかかる基準
当社は、以下に掲げる事項に該当する者を社外役員候補者として選定しない。

（１）当社を主要な取引先とする者（注１）または、その者が会社である場合は最近５年間においてその業務執行者（注２）だ
った者

（２）当社の主要な取引先である者（注３）または、その者が会社である場合は最近５年間においてその業務執行者だった者
（３）最近３年間において、当社から役員報酬以外に多額の金銭（注４）その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士

等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、最近３年間にお
いて当該団体に所属し、業務執行者に準じる職務を行っていた者）

（４）当社の大株主（注５）または、その者が会社である場合は最近５年間においてその業務執行者もしくは監査役だった者
（５）当社が現在大株主となっている会社等の業務執行者または監査役である者
（６）最近10年間において、当社の法定監査を行う監査法人に所属していた者
（７）最近10年間において、当社の主幹事証券会社に所属していた者
（８）当社から多額の寄付（注６）を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体

に所属し、業務執行者に準じる職務を行っていた者）
（９）当社との間で、社外役員の相互就任（注７）の関係が生じる会社の出身者
（10）上記（１）～（９）に該当する者の配偶者または２親等以内の親族
（注）
１：「当社を主要な取引先とする者」とは、最近３年間のいずれかの事業年度において、取引先の連結売上高の２％以上の支払
を当社から受けた者（主に仕入先）をいう

２：「業務執行者」とは、執行役もしくは業務執行取締役または執行役員もしくは部長格以上の上級管理職にある使用人をいう
３：「当社の主要な取引先である者」とは、最近３年間のいずれかの事業年度において、当社の連結売上高の２％以上の支払を
当社に行った者（主に販売先）をいう

４：「多額の金銭」とは、その価額の総額が過去３年間の平均で個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の総
収入の２％以上の額の金銭をいう

５：「大株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう
６：「多額の寄付」とは、その価額の総額が、過去３年間の平均で、年間1,000万円または当該団体の年間総費用の30％のいず

れか大きい額を超える寄付をいう
７：「社外役員の相互就任」とは、当社の出身者が現任の社外役員を務めている会社から社外役員を迎え入れることをいう

以 上
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第３号議案 監査役２名選任の件

　本総会終結の時をもって、小口徹氏は任期満了により、矢島虎雄氏は辞任により、それぞれ監
査役を退任いたしますので、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

1 く ぼ た けん じ

久保田 健二 （昭和28年12月４日生） 新任

所有する当社の株式数 略歴、地位および重要な兼職の状況
昭和52年 ４月 当社入社
平成13年 ６月 当社取締役
平成15年 ４月 当社常務取締役
平成22年 ６月 当社代表取締役（現任）
平成23年 ４月 当社専務取締役（現任）
平成25年 ４月 当社コンプライアンス担当取締役（現任）・同

経営管理本部長 兼 コンプライアンス室長
（現任）

42,000株

注．同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

　

2 ひら の せい いち

平野 精一 （昭和29年12月11日生） 新任

所有する当社の株式数 略歴、地位および重要な兼職の状況
昭和52年 ４月 信州精器株式会社（現当社）入社
平成14年 ６月 当社取締役
平成18年 ６月 当社業務執行役員
平成19年 ６月 エプソン販売株式会社代表取締役社長（現任）
平成19年10月 当社業務執行役員常務
平成20年 ６月 当社常務取締役（現任）

22,600株

注．同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
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第４号議案 取締役賞与支給の件
　　取締役賞与につきましては、当期末時点の取締役９名のうち、社外取締役を除く８名に対
し、月額報酬額に当期の業績を勘案した支給月数を乗じて算出した総額81,750,000円を支
給いたしたいと存じます。
　なお、支給対象者および総額は、社外取締役が出席する取締役報酬審議会における審議を
経て決定しております。
　各取締役に対する支給金額は取締役会にご一任願いたいと存じます。
　
第５号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策の更新の件

　　当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、平成
20年６月25日の定時株主総会における株主の皆様のご承認のもと、「当社株式の大量取得行
為に関する対応策」を導入し、その後、当該対応策が有効期間満了を迎える平成23年６月
20日の定時株主総会において、当該対応策の内容を一部変更したうえで更新することにつ
いて株主の皆様のご承認をいただきました（以下、当該更新後の対応策を「現行プラン」と
いいます。）。
　現行プランの有効期間は、本総会終結の時までであることから、当社では、株主共同の利
益および企業価値の維持・向上の観点から、継続の是非も含めその在り方について検討して
まいりました。その結果、当社は、本総会における承認を条件として、現行プランを更新す
ることを決定いたしました（以下、当該更新後の対応策を「本プラン」といいます。）。
　つきましては、株主の皆様に本プランのご承認をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本プランへの更新にあたり、形式的な文言の修正等を行っておりますが、現行プラ
ンの内容から実質的な変更はありません。
　
１．本プランの目的
　本プランは、当社の財務および事業の方針の決定を
支配する者の在り方に関する基本方針（後記添付書類
45頁から46頁をご参照ください。）に沿って、当社
の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上さ
せる目的をもって更新されるものです。
　当社取締役会は、当社株式に対する大量買付が行わ
れた際に、当該大量買付に応じるべきか否かを株主の
皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に
代替案を提案するために必要な時間および情報を確保
するとともに、株主の皆様のために大量買付者と協
議・交渉等を行うことなどを可能とすることにより、
当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大量
買付を抑止するための枠組みとして、本総会で株主の
皆様にご承認いただけることを条件に、本プランに更
新することが必要であると判断しました。

２．本プランの内容
（１）本プランの概要
　① 手続きの設定
　本プランは、当社の株券等に対する買付もしくは
これに類似する行為またはその提案（以下「買付
等」といいます。）が行われる場合に、買付等を行
う者（以下「買付者等」といいます。）に対し事前
の情報提供を求める等、上記１．の目的を実現する
ために必要な手続きを定めております（詳細につい
ては下記「（２）本プランに係る手続き」をご参照
ください。）。
② 新株予約権の無償割当ての実施
　買付者等が本プランにおいて定められた手続きに
従うことなく当社株券等の買付等を行う場合、当社
の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害を
もたらすおそれがある場合等（その要件の詳細につ
いては下記「（３）本新株予約権の無償割当ての実
施の要件（手続違背がない場合）」をご参照くださ

事業報告書 2014年05月16日 20時29分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.40 20131220_01）



株
主
総
会
参
考
書
類

招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

ご
参
考

添
付
書
類
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い。）には、当社は、買付者等による権利行使は認
められないとの行使条件および当社が買付者等以外
の者から当社株式と引き換えに新株予約権を取得で
きる旨の取得条項が付された新株予約権（その主な
内容は下記「（４）本新株予約権の無償割当ての概
要」において述べるものとし、以下「本新株予約
権」といいます。）を、その時点の当社を除く全て
の株主に対して新株予約権の無償割当ての方法によ
り割り当てます。
　本プランに従って本新株予約権の無償割当てがな
され、その行使または当社による取得に伴って買付
者等以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合
には、買付者等の有する当社の議決権割合は、最大
２分の１まで希釈化される可能性があります。
　③ 特別委員会の利用等
　本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実
施、不実施または取得等の判断については、当社取
締役会の恣意的判断を排するため、独立性の高い社
外者等から構成される特別委員会（その詳細につい
ては下記「（５）特別委員会の設置」をご参照くだ
さい。）の客観的な判断を経ることとしております。
また、これに加えて、本新株予約権の無償割当ての
実施に際して特別委員会が株主総会を招集し、本新
株予約権の無償割当ての実施に関する株主の皆様の
意思を確認することを勧告した場合には、当社取締
役会はかかる株主総会を招集するものとされており
ます。さらに、こうした手続きの過程については、
株主の皆様への情報開示を通じてその透明性を確保
することとしております。
（２）本プランに係る手続き
　① 対象となる買付等
　本プランは、以下ア．またはイ．に該当する買付
等がなされる場合を適用対象とします。買付者等に
は、予め本プランに定められる手続きに従っていた

だくこととします。
ア．当社が発行者である株券等について、保有者
の株券等保有割合が20%以上となる買付

イ．当社が発行者である株券等について、公開買
付けを行う者の株券等所有割合およびその特別
関係者の株券等所有割合の合計が20%以上と
なる公開買付け

　② 買付者等に対する情報提供の要求
　買付者等は、当社取締役会が別途認めた場合を除
き、買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対し
て、買付者等の名称、住所、設立準拠法、代表者の
氏名、国内連絡先、提案する買付等の概要、および
本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等
を当社の定める書式により日本語で記載した書面
（以下「意向表明書」といいます。）を提出していた
だきます。当社取締役会は、かかる意向表明書受領
後実務上可能な限り速やかに、当社株主の皆様の判
断および特別委員会の評価・検討等のために必要か
つ十分な情報（以下「本必要情報」といいます。）
のリストを当該買付者等に交付いたします。リスト
の交付を受けた買付者等は、当社取締役会に対し
て、当該リストに従い本必要情報を日本語で記載し
た書面により提出していただきます。
　当社取締役会は、買付者等から提出された意向表
明書および本必要情報を速やかに特別委員会に提供
するものとします。特別委員会は、これを受けて買
付者等から提出された本必要情報の内容が当社株主
の皆様の判断および特別委員会の評価・検討等のた
めに不十分であると判断した場合には、買付者等に
対し、適宜回答期限を定めた上、自らまたは当社取
締役会等を通じて本必要情報を追加的に提出するよ
う求めることがあります。この場合、買付者等にお
いては、当該期限までに、かかる本必要情報を追加
的に提供していただきます。
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　なお、買付等の内容および態様にかかわらず、下
記の各号に定める情報は、原則として本必要情報の
一部に含まれるものとします。

記
ア．買付者等およびそのグループ（共同保有者、
特別関係者および（ファンドの場合は）各組合
員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体
的名称、資本構成、財務内容、当該買付者等に
よる買付等と同種の過去の取引の詳細、その結
果、当該過去の取引が対象会社の企業価値に与
えた影響等を含みます。）
イ．買付等の目的、方法および内容（買付等の対
価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引
の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実
現可能性に関する情報等を含みます。）
ウ．買付等の価額の算定根拠（算定の前提となる
事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報
ならびに買付等に係る一連の取引により生じる
ことが予想されるシナジーの内容、およびその
うち少数株主に対して分配されるシナジーの内
容を含みます。）
エ．買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質
的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方
法、関連する取引の内容等を含みます。）
オ．買付等の後における当社グループの経営方
針、事業計画、資本政策および配当政策
カ．買付等の後における当社の従業員、取引先、
顧客その他の当社に係る利害関係者に対する処
遇・対応方針
キ．当社の他の株主との間の利益相反が生じる場
合には、それを回避するための具体的方策
ク．その他特別委員会が合理的に必要と判断する
情報

　なお、特別委員会は、買付者等が本プランに定め

られた手続きに従うことなく買付等を開始したもの
と認められる場合には、引き続き本必要情報の提出
を求めて買付者等と協議・交渉等を行うべき特段の
事情がある場合を除き、原則として、下記④ア．に
記載のとおり、当社取締役会に対して、本新株予約
権の無償割当てを実施することを勧告します。
③ 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替
案の検討
ア．当社取締役会に対する情報提供の要求
　特別委員会は、買付者等から本必要情報およ
び特別委員会から追加的に提出を求められた本
必要情報（もしあれば）が提出された場合、当
社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上と
いう観点から本必要情報の内容と当社取締役会
の経営計画、当社取締役会による企業評価等と
の比較検討等、ならびに当社取締役会の代替案
の検討等を行うために、当社取締役会に対して
も、当社取締役会による情報収集や企業評価、
代替案等の検討（必要に応じ、外部専門家によ
る検討を含みます。）等に必要な時間を考慮し
て適宜回答期限（原則として30日を上限とし
ます。）を定めた上、買付者等の買付等の内容
に対する意見（留保する旨の意見を含むものと
します。以下同じとします。）、その根拠資料、
代替案（もしあれば）その他特別委員会が適宜
必要と認める情報・資料等を速やかに提供する
よう要求することがあります。

　イ．特別委員会による検討作業
　買付者等および（当社取締役会に対して上記
ア．のとおり情報・資料等の提供を要求した場
合には）当社取締役会から情報・資料等（追加
的に提供を要求したものも含みます。）の提供
が十分になされたと特別委員会が認めた場合、
特別委員会は、原則として最長60日間の検討
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株主総会参考書類 14

期間（ただし、下記④ウ．に記載する場合等に
は、特別委員会は当該期間の延長をその決議を
もって行うことができるものとします。）（以下
「特別委員会検討期間」といいます。）を設定し
ます。特別委員会は、特別委員会検討期間にお
いて買付者等の買付等の内容の検討、買付者等
と当社取締役会の経営計画・事業計画等に関す
る情報収集・比較検討、および当社取締役会の
提示する代替案の検討等を行います。また、特
別委員会は、当社の企業価値・株主共同の利益
の確保・向上という観点から当該買付等の内容
を改善させるために必要であれば、直接または
当社取締役会等を通して間接に、当該買付者等
と協議・交渉等を行い、また、当社取締役会の
提示する代替案の株主の皆様に対する提示等を
行うものとします。
　買付者等は、特別委員会が、直接または当社
取締役会等を通して間接に、検討資料その他の
情報提供、協議・交渉等を求めた場合には、速
やかにこれに応じなければならないものとし
ます。
　特別委員会の判断が当社の企業価値・株主共
同の利益に資するようになされることを確保す
るために、特別委員会は、当社の費用で、独立
した第三者（ファイナンシャル・アドバイザ
ー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその
他の専門家を含みます。）の助言を得ることが
できるものとします。

　ウ．株主および投資家の皆様に対する情報開示
　当社は、買付者等が現れた事実、買付者等か
ら意向表明書が提出された事実、特別委員会検
討期間が開始した事実、当社取締役会が特別委
員会に代替案を提示した事実および本必要情報
の概要その他の情報のうち特別委員会が適切と

判断する事項について、速やかに株主および投
資家の皆様に対する情報開示を行います。

④ 特別委員会における判断
　特別委員会は、買付者等が現れた場合には、以下
のとおり当社取締役会に対する勧告等を行うものと
します。なお、特別委員会が当社取締役会に対して
下記ア．ないしウ．に従った勧告等を行った場合そ
の他特別委員会が適切と判断する場合には、当社
は、当該勧告または決議の事実とその概要その他特
別委員会が適切と判断する事項（特別委員会検討期
間を延長する場合にはその期間および延長の理由の
概要を含みます。）について、速やかに株主および
投資家の皆様に対する情報開示を行います。
ア．買付者等が本プランに定められた手続きを遵
守しない場合
　特別委員会は、買付者等が本プランに定めら
れた手続きを遵守しなかった場合で、本新株予
約権の無償割当てを実施することが相当である
と判断した場合には、特別委員会検討期間の開
始または終了の有無を問わず、当社取締役会に
対して、本新株予約権の無償割当てを実施する
ことを勧告します。
　ただし、特別委員会は、一旦本新株予約権の
無償割当ての実施の勧告をした後も、当該勧告
後買付者等が買付等を撤回した場合その他買付
等が存しなくなった場合には、本新株予約権の
行使期間開始日（下記「（４）本新株予約権の
無償割当ての概要⑥」において定義されます。
以下同じとします。）の前日までの間は、（無償
割当ての効力発生前においては）本新株予約権
の無償割当てを中止し、または（無償割当ての
効力発生後においては）本新株予約権を無償に
て取得する旨の新たな勧告を行うことができる
ものとします。
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イ．買付者等が本プランに定める手続きを遵守し
た場合
　特別委員会は、買付者等が本プランに定める
手続きを遵守した場合には、原則として、当社
取締役会に対して、本新株予約権の無償割当て
を実施しないことを勧告します。
　ただし、本プランに定める手続きが遵守され
ている場合であっても、買付者等の買付等の内
容の検討、買付者等との協議・交渉等の結果、
買付者等による買付等が下記「（３）本新株予
約権の無償割当ての実施の要件（手続違背がな
い場合）」に定める要件のいずれかに該当し、
本新株予約権の無償割当てを実施することが相
当であると判断したときは、例外的措置とし
て、本新株予約権の無償割当てを実施すること
を勧告します。なお、特別委員会は、一旦本新
株予約権の無償割当ての実施の勧告をした後
も、(i)当該勧告後買付者等が買付等を撤回した
場合その他買付等が存しなくなった場合、また
は(ii)当該勧告の判断の前提となった事実関係
に変動が生じ、買付者等による買付等が下記
「（３）本新株予約権の無償割当ての実施の要件
（手続違背がない場合）」に定める要件のいずれ
にも該当しないか、もしくは該当しても本新株
予約権の無償割当てを実施することもしくは行
使を認めることが相当でない場合には、本新株
予約権の行使期間開始日の前日までの間は、
（無償割当ての効力発生前においては）本新株
予約権の無償割当てを中止し、または（無償割
当ての効力発生後においては）本新株予約権を
無償にて取得する旨の新たな勧告を行うことが
できるものとします。
　また、特別委員会は、本新株予約権の無償割
当てを実施することが相当であると判断する場

合でも、本新株予約権の無償割当ての実施につ
いて株主総会の決議を得ることが相当であると
判断するときは、当社取締役会に、株主総会の
招集、本新株予約権の無償割当ての実施に関す
る議案の付議を勧告するものとします。

ウ．特別委員会検討期間の延長を行う場合
　特別委員会が、当初の特別委員会検討期間の
終了時までに、本新株予約権の無償割当ての実
施または不実施の勧告（株主総会の招集、本新
株予約権の無償割当ての実施に関する議案の付
議の勧告を含みます。）を行うに至らない場合
には、特別委員会は、買付者等の買付等の内容
の検討、買付者等との協議・交渉、代替案の検
討等に必要とされる合理的な範囲内で（ただ
し、30日間を超えないものとします。）、特別
委員会検討期間を延長する旨の決議を行います。
　上記延長の決議により特別委員会検討期間が
延長された場合、特別委員会は、引き続き、情
報収集、検討等を行うものとし、延長期間内に
本新株予約権の無償割当ての実施または不実施
の勧告（株主総会の招集、本新株予約権の無償
割当ての実施に関する議案の付議の勧告を含み
ます。）を行うよう最大限努めるものとします。

⑤ 取締役会の決議、株主総会の開催
　当社取締役会は、特別委員会の上記勧告を最大限
尊重して本新株予約権の無償割当ての実施または不
実施等（本新株予約権の無償割当ての中止を含みま
す。）に関する決議を速やかに行うものとします。
　また、当社取締役会は、特別委員会から、株主総
会の招集、本新株予約権の無償割当ての実施に関す
る議案の付議を勧告された場合には、実務上株主総
会の開催が著しく困難な場合を除き、実務上可能な
限り最短の期間で株主総会を開催できるように、速
やかに株主総会を招集し、本新株予約権の無償割当
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ての実施に関する議案を付議するものとします。株
主総会において本新株予約権の無償割当ての実施に
ついて決議がなされた場合には、当社取締役会は、
本新株予約権の無償割当ての実施に関する決議を速
やかに行うものとします。一方、当該株主総会にお
いて本新株予約権の無償割当ての実施に関する議案
が否決された場合には、当社取締役会は、本新株予
約権の無償割当ての不実施に関する決議を行うもの
とします。
　買付者等は、本プランに係る手続きの開始後、当
社取締役会が本新株予約権の無償割当ての実施また
は不実施に関する決議を行うまでの間、買付等を実
行してはならないものとします。
　当社取締役会は、当社取締役会が本新株予約権の
無償割当ての実施もしくは不実施に関する決議を行
った場合、当社取締役会が上記の株主総会を招集す
る旨の決議を行った場合、または本新株予約権の無
償割当ての実施に関する株主総会の決議が行われた
場合には、当該決議の概要その他当社取締役会が適
切と判断する事項について、速やかに株主および投
資家の皆様に対する情報開示を行います。
（３）本新株予約権の無償割当ての実施の要件（手続
違背がない場合）
　当社は、本プランに定める手続きが遵守されてい
る場合であっても、買付者等による買付等が下記の
いずれかに該当し、かつ、本新株予約権の無償割当
てを実施することが相当と認められる場合、上記
「（２）本プランに係る手続き⑤」に記載される当社
取締役会の決議により、本新株予約権の無償割当て
を実施することを予定しております。なお、上記
「（２）本プランに係る手続き④」のとおり、下記の
要件に該当し本新株予約権の無償割当てを実施する
ことが相当か否かについては、必ず特別委員会の判
断を経て決定されることになります。

記
① 下記に掲げる行為その他これに類似する行為に
より、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に
対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等
である場合
ア．株券等を買い占め、その株券等について当社
に対して高値で買取りを要求する行為
イ．当社の経営を一時的に支配して、当社の重要
な資産等を廉価に取得する等当社の犠牲の下に

　買付者等の利益を実現する経営を行うような行為
ウ．当社の資産を買付者等やそのグループ会社等
の債務の担保や弁済原資として流用する行為
エ．当社の経営を一時的に支配して、当社の事業
に当面関係していない高額資産等を処分させ、
その処分利益をもって、一時的な高配当をさせ
るか、一時的高配当による株価の急上昇の機会
をねらって高値で売り抜ける行為
オ．真に会社経営に参加する意思がないにもかか
わらず、専ら当社の株価を上昇させて当該株式
を高値で当社関係者等に引き取らせる目的で買
収を行うような行為

② 強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付
を勧誘することなく、二段階目の買付条件を株主
に対して不利に設定し、あるいは明確にしない
で、公開買付け等の株式買付を行うことをいう。）
等株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあ
る買付等である場合
③ 買付等の条件（対価の価額・種類、買付等の時
期、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能
性、買付等の後の経営方針または事業計画、買付
等の後における当社の他の株主、従業員、顧客、
取引先その他の当社に係る利害関係者の処遇方針
等を含みます。）が当社の本源的価値に鑑み不十
分または不適当な買付等である場合
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④ 当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当
社の従業員、顧客、取引先等との関係、または当
社の技術開発力、社会的信用もしくはブランド価
値を損なうことなどにより、当社の企業価値また
は株主共同の利益に反する重大なおそれをもたら
す買付等である場合

（４）本新株予約権の無償割当ての概要
　本プランに基づき実施する本新株予約権の無償割
当ての概要は、以下のとおりです。
　① 本新株予約権の数
　本新株予約権の無償割当てを実施する旨の取締役
会決議（以下「本新株予約権無償割当て決議」とい
います。）において別途定める割当期日（以下「割
当期日」といいます。）における当社の最終の発行
済株式総数（ただし、同時点において当社の有する
当社株式の数を控除します。）に相当する数とします。
　② 割当対象株主
　割当期日における当社の最終の株主名簿に記録さ
れた当社以外の株主に対し、その保有する当社株式
１株につき本新株予約権１個の割合で、本新株予約
権を無償で割り当てます。
　③ 本新株予約権の無償割当ての効力発生日
　本新株予約権無償割当て決議において別途定める
日とします。
　④ 本新株予約権の目的である株式の数
　本新株予約権１個当たりの目的である当社株式
（「社債、株式等の振替に関する法律」（平成13年法
律第75号）の規定の適用がある同法第128条第１
項に定める振替株式となります。）の数（以下「対
象株式数」といいます。）は、別途調整がない限り
１株とします。

⑤ 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
　本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金

銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財
産の当社株式１株当たりの価額は、１円を下限とし
て当社株式１株の時価の２分の１の金額を上限とす
る金額の範囲内で、本新株予約権無償割当て決議に
おいて別途定める価額とします。なお、「時価」と
は、本新株予約権無償割当て決議の前日から遡って
90日間（終値のない日を除きます。）の東京証券取
引所における当社株式の普通取引の各日の終値（気
配表示を含みます。）の平均値とし、１円未満の端
数は切り上げるものとします。
⑥ 本新株予約権の行使期間
　本新株予約権無償割当て決議において別途定める
日を初日（以下、かかる行使期間の初日を「行使期
間開始日」といいます。）とし、１カ月間から３カ
月間までの範囲で本新株予約権無償割当て決議にお
いて別途定める期間とします。ただし、下記⑨イ．
の規定に基づき当社が本新株予約権を取得する場
合、当該取得に係る本新株予約権の行使期間は、当
該取得日の前営業日までとします。また、行使期間
の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取
扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最
終日とします。
　⑦ 本新株予約権の行使条件
（Ⅰ）特定大量保有者、（Ⅱ）特定大量保有者の共
同保有者、（Ⅲ）特定大量買付者、（Ⅳ）特定大量買
付者の特別関係者、もしくは（Ⅴ）上記（Ⅰ）ない
し（Ⅳ）に該当する者から本新株予約権を当社取締
役会の承認を得ることなく譲り受けもしくは承継し
た者、または、（Ⅵ）上記（Ⅰ）ないし（Ⅴ）に該
当する者の関連者（以下、（Ⅰ）ないし（Ⅵ）に該
当する者を「非適格者」と総称します。）は、原則
として本新株予約権を行使することができません。
また、外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあ
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たり所定の手続きが必要とされる非居住者も、原則
として本新株予約権を行使することができません
（ただし、非居住者のうち当該外国の適用法令上適
用除外規定が利用できる等の一定の者は行使するこ
とができるほか、非居住者の保有する本新株予約権
も、下記⑨イ．のとおり、当社による当社株式を対
価とする取得の対象となります。）。
　⑧ 本新株予約権の譲渡
　本新株予約権の譲渡による取得については、当社
取締役会の承認を要します。
⑨ 当社による本新株予約権の取得
ア．当社は、行使期間開始日の前日までの間いつ
でも、当社が本新株予約権を取得することが適
切であると当社取締役会が認める場合には、当
社取締役会が別途定める日において、全ての本
新株予約権を無償で取得することができるもの
とします。
イ．当社は、当社取締役会が別途定める日におい
て、非適格者以外の者が有する本新株予約権の
うち当社取締役会が定める当該日の前営業日ま
でに未行使の本新株予約権の全てを取得し、こ
れと引換えに、本新株予約権1個につき対象株
式数の当社株式を交付することができます。ま
た、かかる取得がなされた日以降に、本新株予
約権を有する者のうち非適格者以外の者が存在
すると当社取締役会が認める場合には、上記の
取得がなされた日より後の当社取締役会が定め
る日の到来日をもって、当該者の有する本新株
予約権のうち当該当社取締役会の定める日の前
日までに未行使のもの全てを取得し、これと引
き換えに、本新株予約権1個につき対象株式数
の当社株式を交付することができるものとし、
その後も同様とします。
ウ．当社は、以上に加え、本新株予約権の無償割

　

当て決議において、別途本新株予約権の取得事由を含
め、本新株予約権の取得に関する事項を定める場合が
あります。
（５）特別委員会の設置
当社は、本プランに基づく本新株予約権の無償割当
ての実施・不実施等に関する当社取締役会の恣意的
判断を排除し、株主の皆様のために本プランの運用
に際しての実質的な判断を客観的に行う機関とし
て、特別委員会を設置します。特別委員会の委員は
３名以上とし、当社経営陣からの独立性の高い当社
社外取締役、当社社外監査役または社外の有識者の
うち、当社取締役会が選任する者から構成されます。
　実際に買付等がなされる場合には、上記「（２）
本プランに係る手続き」に記載したとおり、こうし
た特別委員会が、当該買付等が当社の企業価値・株
主共同の利益を毀損するか否か等の実質的な判断を
行い、当社取締役会はその判断を最大限尊重して本
新株予約権の無償割当ての実施・不実施等に関する
決議を行うこととします（本総会終結後の取締役会
において選任予定の特別委員会の委員については、
別紙をご参照ください。）。
（６）本プランの有効期間、廃止および変更
　本プランの有効期間（以下「有効期間」といいま
す。）は、本総会終結後３年以内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の
時までとします。
　ただし、有効期間の満了前であっても、①当社の
株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行
われた場合、または、②当社の株主総会で選任され
た取締役で構成される当社取締役会により本プラン
を廃止する旨の決議が行われた場合には、本プラン
はその時点で廃止されるものとします。
　また、当社取締役会は、本プランの有効期間中で
あっても、本プランに関する法令、金融商品取引所
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の規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設ま
たは改廃を反映することが適切である場合、誤字脱
字等の理由により字句の修正を行うことが適切であ
る場合、当社株主に不利益を与えない場合等、本定
時株主総会の決議の趣旨に反しない場合には、特別
委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、また
は変更する場合があります。
　当社は、本プランが廃止、修正または変更された
場合には、当該廃止、修正または変更の事実、およ
び（修正または変更の場合には）修正、変更の内容
その他の事項について、情報開示を速やかに行います。

（ご参考）
　本プランの内容は上記２．に記載のとおりですが、
（Ⅰ）本プランの更新時および本新株予約権の無償割
当て時に株主および投資家の皆様に与える影響、なら
びに（Ⅱ）本プランに関する当社取締役会の判断およ
びその理由はそれぞれ次のとおりです。株主の皆様に
おかれましては、これらの点もご考慮のうえ、本議案
につきご承認いただければと存じます。

（Ⅰ）本プランの更新時および本新株予約権の無償割
当て時に株主および投資家の皆様に与える影響
ア．本プランへの更新時に株主および投資家の皆
様に与える影響
　本プランへの更新時点においては、本新株予
約権の無償割当て自体は行われませんので、株
主および投資家の皆様に直接具体的な影響が生
じることはありません。
イ．本新株予約権の無償割当て時に株主および投
資家の皆様に与える影響
　当社取締役会において、本新株予約権無償割
当て決議を行った場合には、本新株予約権無償
割当て決議において別途定める割当期日におけ
る株主の皆様に対し、その保有する当社株式１
株につき本新株予約権１個の割合で本新株予約
権が無償にて割り当てられます。仮に、株主の
皆様が、本新株予約権の権利行使期間内に、金

銭の払込みその他本新株予約権の行使に係る手
続きを経なければ、他の株主の皆様による本新
株予約権の行使により、その保有する当社株式
全体の価値が希釈化されることになります。た
だし、当社は、非適格者以外の株主の皆様から
本新株予約権を取得し、それと引換えに当社株
式を交付することがあります。当社がかかる取
得の手続きを取った場合、非適格者以外の株主
の皆様は、本新株予約権の行使および所定の行
使価額相当の金銭の払込みをせずに、当社株式
を受領することとなり、この場合、保有する当
社株式１株当たりの価値の希釈化は生じます
が、原則として、保有する当社株式全体の価値
の経済的な希釈化は生じません。
　なお、一旦本新株予約権無償割当て決議がな
された場合であっても、当社は、上記「２．
（２）本プランに係る手続き④」に記載した特
別委員会の勧告を最大限尊重し、本新株予約権
の無償割当ての効力発生日までにおいては、本
新株予約権の無償割当てを中止し、また、本新
株予約権の無償割当ての効力発生日後本新株予
約権の行使期間開始日の前日までの間において
は、本新株予約権を無償にて取得する場合があ
ります。これらの場合には、１株当たりの当社
株式の価値の希釈化は生じませんので、１株当
たりの当社株式の価値の希釈化が生じることを
前提にして売買等を行った株主または投資家の
皆様は、株価の変動により相応の損害を受ける
可能性があります。

（Ⅱ）本プランに関する当社取締役会の判断およびそ
の理由

　本プランは、その公正性・客観性が担保されてお
り、高度の合理性を有し、当社の企業価値ひいては
株主共同の利益に資するものであって、当社の会社
役員の地位の維持を目的とするものではありませ
ん。その詳細につきましては、後記添付書類46頁
をご参照ください。

以上
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別紙
特別委員会の委員の氏名および略歴

本総会終結後の取締役会において選任予定の特別委員会の委員は、以下の５名を予定しております。

【氏名】青木 利晴（あおき としはる）
【略歴】
平成９年 ６月 日本電信電話株式会社取締役副社長
平成11年 ６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ取締役社長
平成15年 ６月 同社取締役相談役
平成17年 ６月 同社相談役
平成21年 ６月 同社シニアアドバイザー
平成24年 ６月 当社取締役、現在に至る
※同氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、社外取締役に再任された場合、引き続き東京証
券取引所の定めに基づく独立役員となる予定です。
※同氏と当社との間には取引関係および特別の利害関係はありません。

【氏名】大宮 英明（おおみや ひであき）
【略歴】
平成19年 ４月 三菱重工業株式会社取締役・副社長執行役員
平成20年 ４月 同社取締役社長
平成25年 ４月 同社取締役会長、現在に至る
※同氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役候補者であり、社外取締役に選任された場合、東京証券
取引所の定めに基づく独立役員となる予定です。
※同氏と当社との間には取引関係および特別の利害関係はありません。

【氏名】山本 惠朗（やまもと よしろう）
【略歴】
平成８年 ６月 株式会社富士銀行取締役頭取
平成12年 ９月 同行取締役頭取兼株式会社みずほホールディングス取締役会長
平成14年 ６月 株式会社みずほフィナンシャルグループ名誉顧問、現在に至る
平成14年 ６月 当社監査役、現在に至る
※同氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
届け出ております。
※同氏と当社との間には取引関係および特別の利害関係はありません。
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【氏名】宮原 賢次（みやはら けんじ）
【略歴】
平成８年 ６月 住友商事株式会社取締役社長
平成13年 ６月 同社取締役会長
平成19年 ６月 同社相談役
平成20年 ６月 当社監査役、現在に至る
平成22年 ６月 住友商事株式会社名誉顧問、現在に至る
※同氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
届け出ております。
※同氏と当社との間には取引関係および特別の利害関係はありません。

【氏名】奈良 道博（なら みちひろ）
【略歴】
昭和49年 ４月 弁護士登録
昭和63年 ７月 東京都地方精神保健審議会委員
平成７年 ４月 日本弁護士連合会常務理事
平成７年 ４月 第一東京弁護士会副会長
平成18年 ４月 日本弁護士連合会副会長
平成18年 ４月 第一東京弁護士会会長
平成19年 ６月 総務省年金記録確認中央第三者委員会委員、現在に至る
平成23年 ３月 法務省法制審議会委員
平成25年 ６月 当社監査役、現在に至る
※同氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
届け出ております。
※同氏と当社との間には取引関係および特別の利害関係はありません。

注．平成26年４月30日の取締役会において決定した本プランの内容の詳細につきましては、当社ウェブサイト
（http://www.epson.jp/IR/）でご覧いただけます。

　以上
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売上高

36億円1兆 前期比 17.9％増

営業利益

849億円 前期比 299.8％増

前期比 343.1％増

前期は100億円の当期純損失

経常利益

781億円
当期純利益

836億円

1. エプソングループの現況に関する事項
1.1 事業の経過および成果

（1）全般的概況
　当連結会計年度における経済環境を顧みますと、景
気は総じて弱い回復が続いたものの、底堅さが見られ
ました。米国では失業率低下や個人消費の増加などの
押し上げ要因により、緩やかな回復となりました。欧
州においては、失業率が横ばいとなった一方、生産は
底堅い動きとなり、景気は依然弱さが残るものの持ち
直しの兆しが見られました。アジアにおいては、中国
では景気の拡大テンポが安定化しつつあり、インドで
は下げ止まりの兆しが見られました。また、その他の
アジア諸国においては、ASEAN地域や台湾では持ち
直しの動きが見られたほか、韓国では改善の傾向が見
られました。日本は、円安効果による輸出環境の改善
や各種政策効果などもあり、景気は緩やかな回復とな
りました。
　エプソングループ（当社と当社の全部または一部の
子会社を指し、以下「エプソン」という。）の主要市
場におきましては、以下のとおりとなりました。
　インクジェットプリンターの需要は、北米や日本で
縮小した一方で、欧州については横ばいの傾向が見ら
れました。大判インクジェットプリンターは、低価格
帯モデルが好調であったほか、高価格帯モデルは前半
は低迷したものの、後半には企業投資の回復傾向が見
られました。シリアルインパクトドットマトリクスプ
リンター（SIDM）は、米国・欧州の市場が縮小傾向
となった一方、中国ではインフラ投資による増加傾向
が見られました。POSシステム関連製品は、米州の
中小規模小売店向けが安定的に推移したほか、欧州で
は後半には需要は回復傾向となりました。プロジェク
ターは、日本では安定的な需要が見られ、米州・亜州
では需要が横ばいであった一方で、欧州では投資予算
の削減継続により需要が低迷しました。
　電子デバイス製品の主要なアプリケーションについ
ては、携帯電話は、従来型は減速が続いた一方、スマ
ートフォンは堅調に推移しました。PC市場は、タブ
レット型が堅調に推移した一方、ノート型やデスク

トップ型は縮小しました。デジタルカメラ市場は、コ
ンパクトレンズ一体型が引き続き低迷したほか、一眼
レフやミラーレス式タイプについても需要が鈍化しま
した。
　精密機器製品に関連する市場では、ウオッチは日本
を中心に高価格品の需要が拡大傾向となりました。ま
た、産業用ロボットは自動車やスマートフォン関連向
けを中心に需要が増加したほか、ICハンドラーは半
導体市場の投資の再開もあり、需要は回復傾向となり
ました。
　なお、当連結会計年度の米ドルおよびユーロの平均
為替レートはそれぞれ100.23円および134.37円と
前期に比べ、米ドルでは21％の円安、ユーロでは25
％の円安で推移しました。
　以上の結果、当連結会計年度の売上高は１兆36億
６百万円（前期比17.9％増）、営業利益は849億68
百万円（前期比299.8％増）、経常利益は781億21百
万円（前期比343.1％増）、当期純利益は836億98百
万円（前期は100億91百万円の当期純損失）となり
ました。なお、繰延税金資産の回収可能性を検討し計
上額を見直した結果、税金費用が減少することとな
り、法人税等調整額を307億34百万円計上しており
ます。

　

事業報告書 2014年05月16日 20時29分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.40 20131220_01）



事業報告23

情報関連機器事業セグメント

517

6,858 1,2158,364

平成２５年度平成24年度平成２５年度平成24年度
0

5,000

10,000

7,500

2,500

0

800

1,600

1,200

400

ビジュアルコミュニケーション事業
液晶プロジェクター、液晶プロジェクター用高温ポリシリコンTFT
液晶パネル、ラベルプリンター、ヘッドマウントディスプレイなど
その他
PCなど

売上高　      

セグメント利益 

 （億円）  （億円）

プリンティングシステム事業
インクジェットプリンター、ページプリンター、カラ
ーイメージスキャナー、商業用インクジェットプリ
ンター、シリアルインパクトドットマトリクスプリン
ター（SIDM）、POSシステム関連製品、インクジェ
ットラベルプリンターおよびこれらの消耗品など

　当セグメントは、独自のマイクロピエゾ技術やマイクロディスプレイ技術などの強みを活かし、各商品の開発、
製造、販売およびこれらに付帯するサービスの提供を行っております。

セグメント利益売上高売上高構成比

主要な事業内容

83.4%
（前期比134.9%増）

（前期比22.0%増）

億円

億円8,364

1,215
※平成25年度よりセグメントの区分方法を変更しているため、平成24年度の金額は平成25年度のセグメント情報の測定方法で再計算して表示しております。

　（2）セグメント区分別の概況

　
　プリンティングシステム事業の売上高は為替影響も
あり増加となりました。製品別の内容は以下のとおり
です。
　インクジェットプリンターは、本体についてはイン
クカートリッジモデルが数量減少となったものの、大
容量インクタンクモデルの数量増加、平均販売単価の
上昇などにより全体としては売上増加となりました。
また、消耗品についても数量増加効果により売上増加
となりました。
　大判インクジェットプリンターは、高価格帯の本
体・消耗品の販売増加にともなう平均販売単価の上昇
により売上増加となりました。ページプリンターは、
高付加価値製品中心へ販売を絞り込んだことにより数
量減少となった結果、売上減少となりました。SIDM
は、中国における徴税需要が堅調に推移したことによ
り、売上増加となりました。POSシステム関連製品は、

米州を中心とした数量増加により売上増加となりました。
　ビジュアルコミュニケーション事業の売上高は為替
影響もあり増加となりました。製品別の内容は以下の
とおりです。
　ビジネス向け液晶プロジェクターは、販売好調な米
州や中国での売上が牽引し数量増加により売上増加と
なりました。ホームシアター向け液晶プロジェクター
も、日本や中国を中心とした数量増加により売上増加
となりました。
　情報関連機器事業セグメントのセグメント利益につ
きましては、為替影響に加え、主要製品の売上増加に
より増益となりました。
　以上の結果、情報関連機器事業セグメントの売上高
は8,364億36百万円（前期比22.0％増）、セグメント
利益は1,215億31百万円（同134.9％増）となりま
した。
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事業報告 24

※平成25年度よりセグメントの区分方法を変更しているため、平成24年度の金額は平成25年度のセグメント情報の測定方法で再計算して表示しております。

97
861,4891,407

平成２５年度平成24年度平成２５年度平成24年度

 （億円）  （億円）
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デバイス精密機器事業セグメント

プレシジョンプロダクツ事業
時計（ウオッチ、ウオッチムーブメントなど）
金属粉末
表面処理加工

売上高　      

セグメント利益 14.9%

マイクロデバイス事業
水晶デバイス（水晶振動子、水晶発振器、水晶セ
ンサーなど）
半導体（CMOS LSIなど）

　当セグメントは、創業から培ってきた超微細・超精密加工技術、低消費電力技術、高密度実装技術などの
強みを活かし、各商品の開発、製造、販売およびこれらに付帯するサービスの提供を行っております。

セグメント利益売上高売上高構成比

主要な事業内容

1,489億円 （前期比   5.8%増）

     97億円 （前期比12.7%増）

　
　

　
　マイクロデバイス事業の売上高は減少となりまし
た。製品別の内容は以下のとおりです。
　水晶デバイスは、為替影響があったものの、音叉型
が携帯電話向けの需要減少にともなう数量減少に加え
て価格下落が進行したほか、オプトデバイスがデジタ
ルカメラ向けを中心に売上減少となり、全体で売上減
少となりました。半導体は、マイクロコントローラー
ユニットの価格下落などがあったものの、為替影響に
より売上増加となりました。

　プレシジョンプロダクツ事業の売上高は、ウオッチ
の高価格品の販売増加による平均販売単価の上昇効果
や為替影響などにより増加となりました。
　デバイス精密機器事業セグメントのセグメント利益
につきましては、セグメント全体で為替による増益効
果を受けたほか、マイクロデバイス事業の費用削減効
果もあり増益となりました。
　以上の結果、デバイス精密機器事業セグメントの売
上高は1,489億56百万円（前期比5.8％増）、セグメ
ント利益は97億33百万円（同12.7％増）となりました。
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※平成25年度よりセグメントの区分方法を変更しているため、平成24年度の金額は平成25年度のセグメント情報の測定方法で再計算して表示しております。
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平成２５年度平成24年度平成２５年度平成24年度

 （億円）  （億円）
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△150

△50
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センサー産業機器事業セグメント

1.6%

センサー産業機器事業
産業用ロボット、ICハンドラー、産業用インクジェット印刷機、センシングシステム機器など

　当セグメントは、高度な精密メカトロニクス技術などにより、生産性を革新する産業用ロボットや生産機器
およびこれらに付帯するサービスを提供しております。
　また、健康・スポーツ分野において、高精度センサーを内蔵したセンシングシステム機器とクラウドサービス
を組み合わせ、人々の生活を改善する商品・サービスを提供しております。

セグメント利益（△損失）売上高売上高構成比

主要な事業内容

売上高　      

セグメント利益（△損失） 

（前期は96億円の
 セグメント損失）

（前期比41.8%増）

億円

億円161

△101

　
　センサー産業機器事業セグメントの売上高は増加と
なりました。製品別の内容は以下のとおりです。
産業用ロボットはアジア向けの受注増により売上増

加となったほか、ICハンドラーはスマートフォン向け
半導体業界からの受注増があり売上増加となりました。
　センサー産業機器事業セグメントのセグメント利益
につきましては、産業用ロボット・ICハンドラーは
増益となったものの、産業用インクジェット印刷機や
センシングシステム機器の損失拡大影響が上回りま
した。
以上の結果、センサー産業機器事業セグメントの売

上高は161億81百万円（前期比41.8％増）、セグメ
ント損失は101億83百万円（前期は96億14百万円の
セグメント損失）となりました。
　センサー産業機器事業セグメントについては、新規
事業として新商品の開発や市場開拓などに注力してお
り、先行的な投資や費用が発生しているため、セグメ
ント損失を計上しております。
　エプソンは、センサー産業機器事業を、強みを活か
し独創の商品・サービスをお客様にお届けすることが
できる重要領域として位置付け、今後も強化に取り組
んでまいります。

　

その他（グループ向けサービス業など）
　当連結会計年度における、その他の売上高は13億34百万円（前期比4.8％増）、セグメント損失は２億58百万
円（前期は１億65百万円のセグメント損失）となりました。
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（ご参考）主要商品のご紹介

ご参考 26

情報関連機器事業セグメント

デバイス精密機器事業セグメント

センサー産業機器事業セグメント

インクジェット技術により、
新次元のプリンティング環境を創造する

マイクロディスプレイ技術による全く新しい
ビジュアルコミュニケーションを創造する

尖らせた技術により、
他社にできない商品を創出し続ける

高度なメカトロニクスにより、生産性を革新する
ロボットや生産機器を創造する

高精度センサーにより、人の生活を改善する
新しい価値を創造する

カラリオ・プリンター
「EP-976A3」

ビジネスインクジェットプリンター
「PX-M5041F」 昇華転写プリンター「SC-F7100」

インクジェットカラーラベルプリンター
「TM-C3500」

ビジネスプロジェクター
「EB-935W」

インタラクティブプロジェクター
「EB-590WT」

プログラマブル
PLL電圧制御水晶発振器
「VG7050EAN」

車載向け
USBハブコントローラーIC
「S2R72A4シリーズ」

GPSソーラーウオッチ
「セイコー アストロン」 金属粉末

小型6軸ロボット
「C4シリーズ」

ICテストハンドラー「NS8160MS」

インクジェット
デジタル捺染印刷機

「SurePress FP-30160」

GPS Sports Monitor
「WristableGPS」

ガーメントプリンター「SC-F2000」

　エプソンが長年培ってきた「省・小・精の技術」は、常に進化し続け、新たな価値を生み出しています。
　このページでは、その技術から生み出された代表的な商品をご紹介します。
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1.2 設備投資の状況
　
　当連結会計年度の設備投資については、重点戦略分野へ経営資源を集中し、将来の事業の育成と今後の成長の
実現に向けて、新製品対応のほか、合理化・維持更新などを中心に設備投資を実施いたしました。また、キャッ
シュ･フロー改善のために、投資の厳選と既存設備の効率活用を徹底して行いました。この結果、当連結会計年
度における設備投資総額（有形固定資産、無形固定資産のうちソフトウェアおよび借地権）は378億26百万円と
なりました。
　情報関連機器事業において、今後のインクジェットプリンターの事業領域強化・拡大に向けて、新型ヘッドの
生産設備投資を行いました。

区分 設備投資額（百万円） 前期比（％）

情報関連機器事業 26,897 △19.6

デバイス精密機器事業 8,009 19.1

センサー産業機器事業 832 43.8

その他・全社 2,087 △13.2

合計 37,826 △12.3
　
1.3 資金調達の状況
　
　当社は、借入金返済資金に充当するため、総額200億円の無担保普通社債を発行しました。また、平成26年４
月に100億円を上限とする無担保普通社債の発行を取締役会で決議しました。
　
1.4 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
　
　該当事項はありません。
　
1.5 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
　
　該当事項はありません。
　
1.6 他の会社の事業の譲受けの状況
　
　該当事項はありません。
　
1.7 吸収合併または吸収分割による権利義務の承継の状況
　
　該当事項はありません。
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事業報告 28

現在のエプソン
コンシューマー向けの画像･映像出力機器中心の企業

SE15後期 新中期経営計画

既存事業領域の転換
新規事業領域の開拓

次期中期経営計画

プロフェッショナル向けを含む
新しい情報ツールや設備をクリエイトし

再び力強く成長する企業

め
固
礎
基

FY16

FY18

FY13

FY15

売上高成長を過度に追わず
着実に利益を生み出すマネジメントの推進 

長期ビジョンSE15実現に向けた3年間の取り組み

・キャッシュ創出を重視した財務体質の強化
・将来の再成長を見据えた収益構造の改革

基本方針

目指す企業像

　
1.8 対処すべき課題

「SE15後期 新中期経営計画」の概要

　エプソンは、平成25年３月に「SE15後期 新中期
経営計画」（以下「新中期計画」という。）を策定しま
した。平成27年度（FY15）までの新中期計画の３カ
年においては、長期ビジョン「SE15」で掲げた戦略
の基本的な方向性は堅持しつつ、「売上高成長を過度
に追わず、着実に利益を生み出すマネジメントの推
進」を基本方針とし、安定的な利益およびキャッシュ
の創出を最優先した経営を行っており、そのために、
既存事業領域では商品構成の見直しとビジネスモデル
の転換を図り、新規事業領域では積極的な市場開拓に
取り組む方針です。そして、エプソンは、平成28年
度（FY16）からの次期中期経営計画（以下「次期中
期計画」という。）において、「コンシューマー向けの
画像・映像出力機器中心の企業」から「プロフェッシ
ョナル向けを含む新しい情報ツールや設備をクリエイ
トし、再び力強く成長する企業」へと脱皮することを
目指し、新中期計画の３カ年ではその基礎を築き、着
実に歩みを進めることとしています。
　エプソンを取り巻く経済情勢を概観すると、新興国
では成長率が鈍化する一方で、米国を中心とする先進
国の景気回復を背景として、世界経済は引き続き成長
する見通しです。また、持続可能な産業・経済活動へ
の転換などが進展するなか、こうした動きを背景とし
て社会の変容が進むことにより、エプソンが実現すべ
きお客様価値も変わっていくものと考えられます。
　エプソンは、このような経営環境のもと、引き続き
独自の強みを発揮できる領域に経営資源を集中し、事
業領域の拡大や次世代を担う新規事業の強化を図るこ
とにより、再び力強く成長する企業への転換を進めま
す。そのうえで、安定的な利益体質が確立された平成
28年度（FY16）から開始する次期中期計画において
は、できるだけ早いタイミングでROS10％、ROE10％
以上を継続的に達成することを目指してまいります。
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各事業の基本戦略
プリンティングシステム事業
　プリンティングシステム事業では、インクジェット
技術により、新次元のプリンティング環境を創造しま
す。インクジェットプリンターについては、オフィス
市場や新興国市場のニーズに適応したモデルを投入す
ることにより、商品構成やビジネスモデルの転換を進
めるとともに、新型ピエゾヘッドを搭載したモデルを
順次発売し、競争力の強化に取り組みます。同時に、
ITソリューションを含めたサービス・サポートなども
一層の充実を図ります。また、ビジネスシステム事業
については、既存領域でのシェア№１の座を堅持しつ
つ、新たな需要の開拓により、着実な収益成長を実現
します。

ビジュアルコミュニケーション事業
　ビジュアルコミュニケーション事業では、マイクロ
ディスプレイ技術による全く新しいビジュアルコミュ
ニケーションを創造します。プロジェクターについて
は、既存領域での取り組みに加え、強化領域である高
光束や短焦点モデルでのポジショニングを高めるため
に、ソリューション提供力や販売体制の強化などによ
り、事業領域の拡大と収益力の強化を図ります。ま
た、スマートグラスは、人の生活を革新するポテンシ
ャルを持った商品として、シースルーやハンズフリー
といった特長を最大限に活かし、コンシューマー向け
以外の分野でも新たな用途や価値の創出に取り組み
ます。

マイクロデバイス事業／プレシジョンプロダクツ事業
　これらの事業では、尖らせた技術により、他社にで
きない商品を創出し続けます。マイクロデバイス事業
については、これまで取り組んできた商品ポートフォ
リオの見直しやコスト構造改革により、利益体質への
転換が進んでおります。今後、小型化・高性能化を先

導するお客様価値を実現した商品を創出し、安定的な
収益確保を図ります。また、プレシジョンプロダクツ
事業については、GPSや高価格帯ウオッチなどの高付
加価値商品の強化のほか、小規模ながらも高収益な金
属粉末事業や表面処理加工事業の拡大により、今後も
独自の技術を基盤として収益性の向上に努めます。

インダストリアルソリューションズ事業
　インダストリアルソリューションズ事業では、高度
なメカトロニクス技術などにより、生産性を革新する
ロボットや生産機器を創造します。エプソンは、スカ
ラロボットや小型６軸ロボットなどの分野で高い信頼
と実績を得ており、高い販売シェアを持っています。
また、捺染印刷機やデジタルラベル印刷機などでも着
実に実績を積み重ねてきました。このような取り組み
を加速させると同時に、独創のインクジェット技術や
インテリジェントロボット技術などの高度なメカトロ
ニクス技術により、生産性を革新する産業用途のロボ
ットやインクジェット印刷機などを提供し、次の成長
に向けた柱として育成していきます。

センシングシステム事業
　センシングシステム事業では、高精度センサーによ
り、人々の生活を改善する新しい価値を創造します。
　従来、リスト型のGPS機能付ランニング機器や脈拍
計など、エプソンが蓄積してきた要素技術とセンサー
システム技術を用いた、新しいセンシング機器による
新規ビジネスの創出を進めてきました。今後、このよ
うな分野での商品開発をさらに進めるとともに、クラ
ウドの技術も組み合わせることにより、健康・スポー
ツ・医療の分野、さらに設備やインフラの管理などの
産業分野において、全く新しい形の、人や生活に密着
したデータを可視化・活用する革新的なツールを提供
し、新たな成長ドライバーとしていきます。
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売上高 営業利益 経常利益

当期純利益（△損失） 総資産 純資産／自己資本比率 
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自己資本比率   純資産

平成22年度 平成23年度 平成25年度平成24年度 平成22年度 平成23年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成25年度平成24年度

平成22年度 平成23年度 平成25年度平成24年度 平成22年度 平成23年度 平成25年度

平成24年度

平成24年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

1.9 財産および損益の状況
　

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
売上高 （百万円） 973,663 877,997 851,297 1,003,606
営業利益 （百万円） 32,709 24,626 21,255 84,968
経常利益 （百万円） 31,174 27,022 17,629 78,121
当期純利益（△損失）（百万円） 10,239 5,032 △10,091 83,698
1株当たり当期純利益（△損失） 51円25銭 26円22銭 △56円41銭 467円87銭
総資産 （百万円） 798,229 740,769 778,547 865,872
純資産 （百万円） 270,808 248,140 258,806 351,730
1株当たり純資産 1,347円71銭 1,377円60銭 1,435円20銭 1,952円83銭
自己資本比率 33.7% 33.3% 33.0% 40.3%
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1.10 重要な親会社および子会社の状況（平成26年３月31日現在）
　
（1）親会社との関係
　該当事項はありません。

（2）重要な子会社の状況

会社名 資本金 当社の出資比率(%) 主要な事業内容

エプソン販売株式会社 百万円
4,000 100.0 情報関連機器の販売

センサー産業機器の販売

Epson America, Inc. 千米ドル
40,000

100.0
（100.0）

米州地域統括会社
情報関連機器の販売
センサー産業機器の販売

Epson Europe B.V. 千ユーロ
95,000 100.0 欧州地域統括会社

情報関連機器の販売
Epson Italia s.p.a. 千ユーロ

3,000
100.0
（100.0） 情報関連機器の販売

Epson Deutschland GmbH 千ユーロ
5,200

100.0
（100.0）

情報関連機器の販売
センサー産業機器の販売

Epson France S.A. 千ユーロ
4,000

100.0
（100.0） 情報関連機器の販売

Epson (China) Co., Ltd. 百万人民元
1,211 100.0

中国地域統括会社
情報関連機器の販売
センサー産業機器の販売

Epson Hong Kong Ltd. 千香港ドル
2,000 100.0 情報関連機器の販売

デバイス精密機器の販売
Epson Engineering (Shenzhen) Ltd. 千米ドル

56,641
100.0
（100.0）

情報関連機器の製造
センサー産業機器の製造

Epson Singapore Pte. Ltd. 千シンガポールドル
200 100.0

アジア太平洋地域統括会社
情報関連機器の販売
デバイス精密機器の販売

Singapore Epson Industrial Pte. Ltd. 千シンガポールドル
71,700 100.0 情報関連機器の製造

デバイス精密機器の製造
Epson Precision Malaysia Sdn. Bhd. 千マレーシアリンギット16,000 100.0 デバイス精密機器の製造

P.T. Indonesia Epson Industry 千米ドル
23,000 100.0 情報関連機器の製造

Epson Precision (Philippines), Inc. 千米ドル
57,533 100.0 情報関連機器の製造

注．出資比率の（ ）内は、間接所有割合を内書しております。
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1.11 主要な営業所および工場（平成26年３月31日現在）
　　エプソンでは、事業部制の連結マネジメントのもと、開発活動については先行研究開発や商品開発を主に当社
（本社研究開発部門および事業部研究開発部門）で行い、生産活動および販売活動については、国内外の製造・
販売関係会社を中心に展開しております。
　
＜当社＞
　

区分 事業所 主要な設備の内容
情報関連機器事業 広丘事業所 プリンター開発・設計および部品生産設備

松本南事業所 プリンター開発・設計設備

豊科事業所 液晶プロジェクター開発・設計設備
ヘッドマウントディスプレイ開発・設計設備

諏訪南事業所 プリンター部品生産設備、液晶パネル生産設備
千歳事業所 液晶パネル生産設備

デバイス精密機器事業 伊那事業所 水晶デバイス開発・設計設備
富士見事業所 半導体開発・設計設備
酒田事業所 半導体生産設備
塩尻事業所 ウオッチ生産設備

センサー産業機器事業 豊科事業所 産業用ロボット開発・設計および生産設備
産業用インクジェット印刷機開発・設計および生産設備

富士見事業所 センシングシステム機器開発・設計設備
　

＜子会社＞
　

区分 製造子会社 販売子会社
情報関連機器事業 東北エプソン株式会社

秋田エプソン株式会社
Epson Engineering (Shenzhen) Ltd.
Singapore Epson Industrial Pte. Ltd.
P.T. Indonesia Epson Industry
Epson Precision（Philippines），Inc.

エプソン販売株式会社
Epson America, Inc.
Epson Europe B.V.
Epson Deutschland GmbH
Epson France S.A.
Epson Italia s.p.a.
Epson (China) Co., Ltd.
Epson Hong Kong Ltd.
Epson Singapore Pte. Ltd.

デバイス精密機器事業 東北エプソン株式会社
秋田エプソン株式会社
宮崎エプソン株式会社
エプソンアトミックス株式会社
Singapore Epson Industrial Pte. Ltd.
Epson Precision Malaysia Sdn. Bhd.

Epson Hong Kong Ltd.
Epson Singapore Pte. Ltd.

センサー産業機器事業 秋田エプソン株式会社
Epson Engineering（Shenzhen）Ltd.

エプソン販売株式会社
Epson America, Inc.
Epson Deutschland GmbH
Epson (China) Co., Ltd.
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1.12 従業員の状況（平成26年３月31日現在）
　

区分 従業員数（名） 前期比（名）

情報関連機器事業 55,104 －

デバイス精密機器事業 13,723 －

センサー産業機器事業 1,197 －

その他 252 －

全社（共通） 2,895 －

合計 73,171 4,410
　

注１．従業員数は、就業人員数です。
注２．当事業年度より事業区分を変更したため、区分別の前期比は記載しておりません。
注３．全社（共通）として記載している従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属してい

るものです。

1.13 主要な借入先（平成26年３月31日現在）
　

借入先 借入額（百万円）

株式会社みずほ銀行 63,134

株式会社三菱東京UFJ銀行 27,441

株式会社八十二銀行 9,000

三菱UFJ信託銀行株式会社 9,000
　

注．借入額には、各行の海外現地法人などからの借入を一部含んでおります。
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1.14 現況に関するその他の重要な事実
　

（１）第二種医療機器製造販売業許可取得について
　

医療分野の育成・強化を目的として、当社は、平成26年３月に、長野県から薬事法に基づき「第二種医
療機器製造販売業」の業許可を取得しました。
　

（２）液晶ディスプレイの価格カルテル嫌疑について
　

エプソンは、平成21年に米国で刑事手続きが終了した液晶ディスプレイの価格カルテル嫌疑について、
米国の取引先などから民事訴訟を提起されております。また、欧州委員会そのほかの競争法関係当局による
調査を受けております。

　

（３）ドイツにおける著作権料に関する訴訟について
　

ドイツの著作権料徴収団体Verwertungsgesellschaft Wortによって、デジタル機器を輸入販売する各社
に対し著作権料の支払いを求める一連の訴訟が提起されております。平成23年に連邦最高裁判所は、本件
を欧州司法裁判所に付託する手続きをとり、平成25年６月に欧州司法裁判所は、EU加盟国がプリンターや
PCの製造業者に対して著作権料を課すことを認める旨の判断を示しました。これを受け、平成25年10月か
らドイツの裁判所において審理が再開されております。

　

（４）ベルギーにおける著作権料に関する訴訟について
　

当社連結子会社のEpson Europe B.V.（以下「EEB」という。）は、平成22年にベルギーにおける著作権
料徴収団体であるLa SCRL REPROBEL（以下「REPROBEL」という。）に対して、マルチファンクションプ
リンターに関する著作権料の返還などを求める民事訴訟を提起しました。その後、REPROBELがEEBを提訴
したことにより、これら二つの訴訟は併合され、かかる訴訟の第１審ではEEBの主張を棄却する判決がなさ
れましたが、EEBは、これを不服として上訴する方針です。
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2. 会社の株式に関する事項（平成26年３月31日現在）
2.1 発行可能株式総数 607,458,368株

2.2 発行済株式の総数 199,817,389株（自己株式 20,927,083株を含む）

2.3 株主数 31,808名

2.4 大株主
　

株主名 持株数（株） 持株比率（％）
三光起業株式会社 15,447,200 8.63
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 10,684,100 5.97
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 8,729,800 4.88
セイコーホールディングス株式会社 7,948,800 4.44
服部 靖夫 5,966,306 3.33
セイコーエプソン従業員持株会 5,824,991 3.25
服部 歊 5,599,968 3.13
第一生命保険株式会社 4,368,000 2.44
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 4,076,900 2.27
日本碍子株式会社 3,450,000 1.92
注１．当社は、自己株式20,927,083株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比

率は自己株式を控除して計算しております。
注２．株式会社みずほ銀行およびその共同保有者から、平成26年４月７日付で変更報告書の提出があり、平成

26年３月31日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当期末
時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿によって記載してお
ります。

提出者および共同保有者名 保有株券等の数（株） 株券等保有割合（％）

株式会社みずほ銀行 6,947,000 3.48

みずほ信託銀行株式会社 2,729,400 1.37

みずほ投信投資顧問株式会社 674,200 0.34

合計 10,350,600 5.18
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注３．三井住友信託銀行株式会社およびその共同保有者から、平成25年６月20日付で変更報告書の提出があり、
平成25年６月14日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当
期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿によって記載し
ております。

提出者および共同保有者名 保有株券等の数（株） 株券等保有割合（％）

三井住友信託銀行株式会社 8,635,000 4.32

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 251,600 0.13

日興アセットマネジメント株式会社 402,400 0.20

合計 9,289,000 4.65
　

注４．JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社およびその共同保有者から、平成25年12月6日付で変更報
告書の提出があり、平成25年11月29日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりま
すが、当社として当期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主
名簿によって記載しております。

提出者および共同保有者名 保有株券等の数（株） 株券等保有割合（％）

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 5,133,500 2.57
ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・ナショナ
ル・アソシエーション 248,923 0.12

ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエル
シー（J.P. Morgan Securities plc） 780,569 0.39

合計 6,162,992 3.08
　

2.5 その他株式に関する重要な事項
　
　該当事項はありません。
　
3. 会社の新株予約権等に関する事項
　
　該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
4.1 取締役および監査役の氏名等（平成26年３月31日現在）

氏名 地位 担当および重要な兼職の状況

碓 井 稔 代 表 取 締 役
取 締 役 社 長

久保田 健 二
代 表 取 締 役
専 務 取 締 役
コンプライアンス担当取締役

経営管理本部長 兼 コンプライアンス室長

平 野 精 一 常 務 取 締 役 エプソン販売株式会社代表取締役社長

濵 典 幸 常 務 取 締 役 人事本部長

上 柳 雅 誉 常 務 取 締 役 知的財産本部長

福 島 米 春 取 締 役 技術開発本部長

久保田 孝 一 取 締 役 プリンター事業部長

井 上 茂 樹 取 締 役 事業基盤強化本部長

青 木 利 晴 取 締 役

小 口 徹 常 勤 監 査 役

矢 島 虎 雄 常 勤 監 査 役

山 本 惠 朗 監 査 役

宮 原 賢 次 監 査 役

奈 良 道 博 監 査 役
注１．青木利晴氏は、社外取締役であり、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
注２．山本惠朗氏、宮原賢次氏および奈良道博氏は、社外監査役であり、東京証券取引所に対し、独立役員とし

て届け出ております。
注３．社外役員の重要な兼職の状況は、後記「4.3 社外役員に関する事項」に記載しております。
注４．上柳雅誉氏は、平成25年６月24日の定時株主総会において取締役に選任され、就任しました。
注５．石川達紘氏は、平成25年６月24日の定時株主総会終結の時をもって、辞任により監査役を退任しました。
注６．奈良道博氏は、平成25年６月24日の定時株主総会において監査役に選任され、就任しました。
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注７．平成25年６月24日の定時株主総会終結の日の翌日以降の役員の地位および担当の異動はありません。
注８．平成26年３月31日現在の業務執行役員の状況は、次のとおりです。

氏名 地位 担当

小 松 宏 業務執行役員常務 事業基盤強化本部副本部長（グローバルSCM担当）

J o h n L a n g 業務執行役員常務 Epson America, Inc. 社長

羽 片 忠 明 業務執行役員常務 Epson America, Inc. 副社長

酒 井 明 彦 業 務 執 行 役 員 東北エプソン株式会社代表取締役社長

小 池 清 文 業 務 執 行 役 員 Epson (China) Co., Ltd. 董事長総経理

宮 川 隆 平 業 務 執 行 役 員 事業基盤強化本部副本部長（CS品質保証・環境・安全・ものづく
り塾担当） 兼 安全推進部長

遠 藤 鋼 一 業 務 執 行 役 員 Epson Singapore Pte. Ltd. マネージングダイレクター

田 場 博 己 業 務 執 行 役 員 Epson Europe B.V. 社長

奥 村 資 紀 業 務 執 行 役 員 機器要素技術開発本部長

小 口 貴 業 務 執 行 役 員 P.T. Indonesia Epson Industry 社長

北 松 康 和 業 務 執 行 役 員 商業プリンター事業部長

島 田 英 輝 業 務 執 行 役 員 プリンター事業部副事業部長（生産技術・品質保証・生産管理担当）

北 村 政 幸 業 務 執 行 役 員 マイクロデバイス事業部長

深 石 明 宏 業 務 執 行 役 員 ビジネスシステム事業部長
（１）羽片忠明氏は、平成25年６月24日をもって業務執行役員常務に就任しました。
（２）北村政幸氏および深石明宏氏は、平成25年６月24日をもって業務執行役員に就任しました。
（３）平成25年６月24日の定時株主総会終結の日の翌日から当事業年度末日時点までの業務執行役員の地位お

よび担当の異動は、次のとおりです。
氏名 新地位 新担当 旧地位 旧担当 異動年月日

島 田 英 輝 異動なし
プリンター事業部
副事業部長（生産
技術・品質保証・
生産管理担当）

異動なし
プリンター事業部
副事業部長（生産
管理・生産技術担
当）

平成25年
10月１日
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（４）当事業年度末日後の業務執行役員の地位および担当の異動は、次のとおりです。
氏名 新地位 新担当 旧地位 旧担当 異動年月日

宮 川 隆 平 異動なし

事業基盤強化本部
副本部長（CS品質
保証・環境・安全
担当） 兼 安全
推進部長

異動なし

事業基盤強化本部
副本部長（CS品質
保証・環境・安
全・ものづくり塾
担当） 兼 安全
推進部長

平成26年
４月１日

　

4.2 取締役および監査役の報酬等の額
　

区分 支給人員
（名）

基本報酬
（百万円）

賞与
（百万円）

合計
（百万円）

取締役
（うち社外取締役）

11
(1)

360
(20)

81
(－)

442
(20)

監査役
（うち社外監査役）

6
(4)

122
(60)

122
(60)

合計 17 483 81 564
注１．上記には、平成25年６月24日の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名、監査役１名を含ん

でおります。
注２．報酬と株主価値との連動性を高める観点から株価連動型報酬（株式取得報酬）を導入しており、基本報酬

の一部を当社株式の取得に充てております。
注３．平成13年６月26日の定時株主総会の決議により、取締役の基本報酬の月額は70百万円以内、監査役の基

本報酬の月額は12百万円以内とされております。
注４．上記支給額には、平成26年６月24日の定時株主総会に付議予定の取締役賞与支給議案が承認された場合

の取締役賞与81百万円（社外取締役を除く取締役８名に対する支払予定額）が含まれております。なお、
監査役賞与制度はありません。

注５．平成18年６月23日の定時株主総会の役員退職慰労金打ち切り支給決議に基づき、平成25年６月24日の定
時株主総会終結の時をもって退任した慰労金支給対象の取締役１名および監査役１名に対して、次のとお
り慰労金を支払っております。
退任取締役 １名 72百万円
退任監査役（社外監査役） １名 ７百万円

注６．平成18年６月23日の定時株主総会の役員退職慰労金打ち切り支給決議に基づき、平成26年６月24日開催
予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定の慰労金支給対象の取締役１名に対して、慰労金41百万円
を支払う予定です。

注７．ストックオプションは付与しておりません。
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4.3 社外役員に関する事項
　
（1）重要な兼職の状況および当社と兼職先との関係

区分 氏名 重要な兼職の状況

社 外 取 締 役 青 木 利 晴 該当事項なし

社 外 監 査 役

山 本 惠 朗 株式会社クレディセゾン 監査役

宮 原 賢 次 該当事項なし

奈 良 道 博 弁護士
日本特殊塗料株式会社 社外監査役

注．各社外役員の重要な兼職先と当社の間には、特別な関係はありません。
　
（2）当事業年度における主な活動状況
　社外取締役青木利晴氏は、当事業年度に開催された取締役会において積極的に発言しております。その発言内
容は、議案の説明に対する質問に加え、企業経営に精通した経営者の観点からの経営全般にわたる課題の指摘や
助言・提言などです。
　各社外監査役は、当事業年度に開催された取締役会および監査役会において積極的に発言しております。その
発言内容は、議案の説明に対する質問、審議のプロセスの確認などに加え、自身の経験に照らして新たな視点を
提供する趣旨の発言などです。
　なお、各社外役員の取締役会および監査役会への出席状況は、次のとおりです。

区分 氏名 取締役会出席回数 監査役会出席回数

社 外 取 締 役 青 木 利 晴 12回中12回

社 外 監 査 役

山 本 惠 朗 12回中10回 13回中12回

宮 原 賢 次 12回中10回 13回中13回

奈 良 道 博 ９回中９回 ９回中９回
注．奈良道博氏の取締役会および監査役会への出席回数は、平成25年６月24日の定時株主総会での選任以降に

開催された９回について集計しております。

（3）責任限定契約の内容の概要
　当社は、社外役員の全員との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契
約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となっております。
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5. 会計監査人の状況
5.1 会計監査人の名称
　
　新日本有限責任監査法人

5.2 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
　

区分 支払額（百万円）

①当社が公認会計士法第２条第１項の業務の対価として支払うべき会計監査人の報
酬等の額 188

②当社および当社の連結子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利
益の合計額 272

注１．当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の報酬等の
額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、①の支払額にはこれらの合計額を記載しており
ます。

注２．当社は、会計監査人との間で公認会計士法第２条第１項の業務以外に、国際会計基準に関するアドバイザ
リー業務などの対価を支払っております。

注３．当社の重要な子会社のうち、海外子会社13社は、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外
国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査（会社法または金融商品取引法（こ
れらの法律に相当する外国の法令を含む。）の規定によるものに限る。）を受けております。

5.3 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役の
全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
　また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、取締役会は、監査役会の同意ま
たは請求により、会計監査人の解任または不再任を株主総会に提案します。
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6. 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適
正を確保するための体制

　当社は、経営理念を経営上の最上位概念として捉え、これを実現するために「企業行動原則」を定め、子会社
を含むグループ全体で共有するよう努めております。職務の執行が法令および定款に適合することならびに業務
の適正を確保するための体制（以下「内部統制」という。）に関する基本方針は以下のとおりであり、グループ
全体の内部統制の整備レベルが着実に向上するよう努めております。

6.1 コンプライアンス（会社法第362条第４項第６号、会社法施行規則第100条第１項第４号）

（１）「経営理念」の実践原則として「企業行動原則」
を定め、その基本骨格であるコンプライアンス
の基本事項を定めるコンプライアンス基本規程
を制定し、組織体制等を定めております。

（２）コンプライアンス担当取締役（以下「CCO」と
いう。）を選任し、コンプライアンスにおける業
務執行全般を監督・監視する体制となっており
ます。

（３）さらに取締役会の諮問機関として、CCOを委員
長とし社外役員・監査役ならびに取締役会が指
名する取締役で構成する「コンプライアンス委
員会」を設置し、コンプライアンス活動の重要
事項について随時および定期的に報告を受け審
議し、その結果を取締役会へ報告・意見具申す
ることとしております。

（４）コンプライアンスの推進・徹底は社長指揮のも
と、事業部長が担当事業に関する子会社を含め
た活動を推進するとともに、グループ共通のテ
ーマについては本社各主管部門が各事業部門と
協働して推進する体制としております。またコ

ンプライアンス専任部門がコンプライアンス推
進全般をモニタリングおよび是正・調整するこ
とにより、コンプライアンス活動の網羅性・実
効性を高めております。

（５）コンプライアンス推進・徹底上の重要事項につ
いては、社長の諮問機関であり全取締役で構成
する経営戦略会議において法令・社内規程・企
業倫理遵守に関する活動の推進状況、重点領域
の取り組み状況等について多面的に審議するこ
とにより、コンプライアンスの実効性の確保に
努めております。

（６）内部ならびに外部の通報窓口を有する内部通報
制度を設け、実効性の高い内部通報制度の整
備・運用に努めております。従業員がコンプラ
イアンスに反する行為を発見した時は、内部通
報窓口をはじめ、その他の各種相談窓口に通報
することとしております。

（７）社員向けWeb研修等の各種社内教育を、子会社
従業員を含めて実施することによりリーガルマ
インドの浸透に努めております。
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（８）社長は、定期的に取締役会にコンプライアンス
の執行状況に関する重要事項を報告するととも
に、必要に応じ対策を講じます。

（９）「反社会的勢力」とは一切関わらない旨を「企業
行動原則」に定め、社会の秩序や安全に脅威を
与える反社会的勢力に対し毅然とした行動をと
ることにより関係排除に取り組んでいます。

　
6.2 業務執行体制（会社法施行規則第100条第１項第３号）
　
（１）組織管理規程・職務権限規程・業務分掌規程な

らびに関係会社管理規程を制定し、グループ全
体の権限配分を網羅的に定め、適正かつ効率的
に職務の執行が行われる体制を構築しております。

（２）執行に携わる者は、取締役会に対して、３カ月
に１回以上、以下に定める事項について報告を
行うものとしております。
① 業績の状況および今後の業績見通しに関する事項
② リスク管理の対応状況
③ 重要な業務執行の状況

6.3 リスクマネジメント（会社法施行規則第100条第１項第２号）
　
（１）リスク管理体制を定めるリスク管理基本規程を

制定し、組織体制、リスク管理の方法等の基本
事項を定めております。

（２）リスク管理の総括責任者を社長とし、事業部長
が担当事業に関する子会社を含めたリスク管理
を推進するとともに、グループ共通のリスク管
理については本社主管部門が各事業部門と協働
して推進する体制としております。さらにリス
ク管理を統括する部門を設置し、リスクの常時
モニタリングおよびリスク管理活動全般を統括
し、リスクの低減に努めております。

（３）会社に著しい影響を与え得る重要なリスクにつ
いては、経営戦略会議においてリスクの抽出・
特定・制御活動等について機動的・多面的に審
議することにより、リスク管理の実効性の確保
に努めております。また、重要リスク発現時に
は、所定の危機管理プログラムに従い社長の指
揮下で全社的に速やかな初動対応をとる体制と
しております。

（４）社長は、定期的に取締役会にリスク管理に関す
る重要事項を報告するとともに、必要に応じ対
策を講じます。
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6.4 企業集団における業務の適正性確保（会社法施行規則第100条第１項第５号）
　
（１）当社のグループマネジメントの基本を「商品別

事業部制による事業部長の世界連結責任体制と、
本社主管機能のグローバル責任体制」とし、事
業オペレーション機能を担う子会社の業務執行
体制の整備に関する責任は各事業部門の責任者
が負い、グループ共通のコーポレート機能等に
ついては本社の各主管部門の責任者が責任を負
うことにより、子会社を含めた企業集団におけ
る業務の適正化に努めております。

（２）また、関係会社管理規程において、子会社の業
務執行の一部について親会社である当社への事
前承認または報告事項を定めて義務付けている
とともに、一定基準を満たすものについては、
当社の取締役会付議事項とすることで、グルー
プとして統制のとれた業務執行が行える体制と
しております。

6.5 職務の執行に関する情報の保存および管理（会社法施行規則第100条第１項第１号）
　
（１）職務の執行に係る情報の保存および管理につい

ては、文書管理規程、稟議規程、契約書管理規
程、その他関連規程に従って行っており、取締
役および監査役はこれらの文書等を常時閲覧で
きる体制としております。

（２）情報セキュリティ基本規程に基づき子会社も含
めた社内情報について機密度に応じて適切に管
理することで、情報漏洩の防止に努めております。

6.6 監査体制（会社法施行規則第100条第３項）
　
（１）監査役は監査役監査規程に基づき、職務の遂行

上必要と判断したときは、取締役および使用人
からヒアリング等を実施することができます。

（２）監査役が経営戦略会議、経営会議などの執行サ
イドの重要会議に出席することができ、取締役
と同レベルの情報に基づいた監査が実施できる
体制としております。また、監査役に対し重要
決裁書類を定期的に回付しております。

（３）監査業務を補助するため監査役室を設置し、専
属の使用人を配置しており、当該使用人の人事
異動・人事評価等は、監査役の意見を尊重して
おります。

（４）監査役は内部監査部門および会計監査人との協
議を定期的に行い、監査の実効性を高めるよう
努めております。

（５）監査役と代表取締役の定期的な会合を持つこと
で、監査役自らが業務執行の状況を直接把握で
きる体制としております。
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7. 会社の支配に関する基本方針
　
　当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下「基本方針」
という。）を次のとおり定めております。

7.1 基本方針の概要
　
　当社は、当社の株主は市場での自由な取引を通じて
決まるものと考えます。したがって、当社の財務およ
び事業の方針の決定を支配することが可能な数の株式
を取得する買付提案に応じるか否かの判断は、最終的
には株主の皆様のご意思に委ねられるべきものと考え
ます。
　当社は、企業価値や株主共同の利益を確保・向上さ
せていくためには、役職員が一体となって価値創造に
向けて取り組むことや、創業以来の風土を大切にしな
がら創造と挑戦を続けていくこと、お客様の信頼を維

持・獲得していくことが不可欠と考えております。
　しかし、株式の大量取得行為のなかには、対象会社
の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上さ
せることにならないものも存在します。当社は、この
ような不適切な株式の大量取得行為を行う者は、当社
の財務および事業の方針の決定を支配する者として適
当ではなく、このような者による大量取得行為に対し
ては必要かつ相当な手段をとることにより、当社の企
業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要がある
と考えます。

　
7.2 基本方針の実現に資する取組みの概要
　
（１）基本方針の実現に資する特別な取組み
　平成25年度を初年度とする「SE15後期 新中期経
営計画」では、長期ビジョン「SE15」で掲げた戦略
の基本的な方向性は堅持しつつ、「売上高成長を過度
に追わず、着実に利益を生み出すマネジメントの推
進」を基本とし、安定的な利益およびキャッシュの創
出を最優先した経営を行っております。
　今後、エプソンは独自の強みを発揮できる領域に経
営資源を集中し、事業領域の拡大や次世代を担う新規
事業の強化を図ることにより、再び力強く成長する企
業への転換を進めてまいります。

（２）基本方針に照らして不適切な者によって当社の
財務および事業の方針の決定が支配されること
を防止するための取組み

　当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保
し、向上させることを目的として、平成20年６月25
日の定時株主総会における株主の皆様のご承認のも
と、当社株式の大量取得行為に関する対応策（以下
「当初プラン」という。）を導入しました。その後、当
初プランが有効期間満了を迎える平成23年６月20日
の定時株主総会において、当初プランの内容を一部変
更したうえで更新することについて株主の皆様のご承
認をいただきました（以下、更新後のプランを「本プ
ラン」という。）。
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事業報告 46

　本プランは、当社株券等に対する大量買付が行われ
た際に、当該買付に応じるべきか否かを株主の皆様が
判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案
を提案するために必要な時間および情報を確保すると
ともに、株主の皆様のために、大量買付者と協議交渉
などを行うことを可能とすることにより、当社の企業
価値・株主共同の利益に反する大量買付を抑止するこ
とを目的としております。具体的には、当社の発行済
株式総数の20％以上となる株券等の買付または公開
買付けを実施しようとする買付者に、意向表明書なら
びに株主の皆様の判断および特別委員会の評価・検討
等のため必要かつ十分な情報を事前に当社取締役会へ
提出すること、本プランに定める手続きを遵守するこ
とを求めております。そのうえで、当該買付行為が、
本プランに従わない場合や、当社の企業価値・株主共
同の利益を侵害する買付であると判断された場合は、
当該買付行為を阻止するための対抗措置を発動するプ
ランとなっております。

　一方、当社取締役会は、対抗措置の発動について、
取締役会の恣意的判断を排除するため、独立性の高い
社外者などから構成される特別委員会の判断を経るこ
ととしております。特別委員会は、買付内容の検討、
当社取締役会への代替案などの情報の請求、株主の皆
様への情報開示、買付者との交渉などを行います。特
別委員会は、対抗措置発動の要否を当社取締役会に勧
告し、当社取締役会はその勧告を最大限尊重し、対抗
措置の発動または不発動に関する決議を速やかに行う
こととしております。
　なお、本プランの有効期間は、平成26年６月24日
開催予定の定時株主総会（以下「本定時株主総会」と
いう。）終結の時までであることから、平成26年４月
30日の取締役会において、本定時株主総会における
承認を条件として、本プランの更新を決定しました。

　
7.3 具体的取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由
　
　上記の「基本方針の実現に資する特別な取組み」
は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持
続的に向上させるための具体的方策として策定された
ものであり、基本方針の実現に資するものです。
　また、本プランは、当社の企業価値ひいては株主共
同の利益を確保・向上させる目的をもって導入（更
新）されたものであり、基本方針に沿うものです。特
に、本プランは、株主総会において株主の皆様のご承
認を得たうえで導入（更新）されたものであること、
その内容として合理的な客観的発動要件が設定されて
いること、当社経営陣から独立性の高い者のみから構

成される特別委員会が設置されており、対抗措置の発
動に際しては必ず特別委員会の判断を経ることが必要
とされていること、特別委員会は当社の費用で第三者
専門家の助言を得ることができるとされていること、
有効期間が導入（更新）から約３年と定められたう
え、取締役会によりいつでも廃止できるとされている
ことなどにより、その公正性・客観性が担保されてお
り、高度の合理性を有し、企業価値ひいては株主共同
の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位
の維持を目的とするものではありません。
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連結貸借対照表（平成26年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
【資 産 の 部】
流動資産
現金及び預金
受取手形及び売掛金
有価証券
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
繰延税金資産
その他
貸倒引当金
固定資産
（有形固定資産）
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
工具、器具及び備品
土地
建設仮勘定
その他
減価償却累計額
（無形固定資産）
のれん
その他
（投資その他の資産）
投資有価証券
長期貸付金
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

602,452
118,570
146,085
85,013
114,369
44,423
24,835
38,951
31,305
△1,102
263,420
(216,170)
396,485
420,981
168,237
50,263
5,189
143

△825,129
(14,732)

70
14,661
(32,517)
19,030

24
5,014
8,710
△262

【負 債 の 部】
流動負債 313,636
支払手形及び買掛金 72,821
短期借入金 57,955
１年内償還予定の社債 20,000
１年内返済予定の長期借入金 2,000
未払金 50,642
未払法人税等 13,689
繰延税金負債 9
賞与引当金 22,754
役員賞与引当金 81
製品保証引当金 9,597
その他 64,085
固定負債 200,505
社債 90,000
長期借入金 50,500
繰延税金負債 4,611
退職給付に係る負債 44,221
訴訟損失引当金 2,533
製品保証引当金 502
リサイクル費用引当金 654
その他 7,481
負債合計 514,141
【純 資 産 の 部】
株主資本 376,493
資本金 53,204
資本剰余金 84,321
利益剰余金 259,426
自己株式 △20,457
その他の包括利益累計額 △27,151
その他有価証券評価差額金 5,782
繰延ヘッジ損益 △1,034
為替換算調整勘定 △20,947
退職給付に係る調整累計額 △10,951
少数株主持分 2,388
純資産合計 351,730

資産合計 865,872 負債純資産合計 865,872
注．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

事業報告書 2014年05月16日 20時29分 $FOLDER; 48ページ （Tess 1.40 20131220_01）



連
結
計
算
書
類

添
付
書
類

招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告
書

ご
参
考

株
主
総
会
参
考
書
類

連結計算書類 48

連結損益計算書（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）
（単位：百万円）

科 目 金 額
売上高 1,003,606
売上原価 680,630
売上総利益 322,976
販売費及び一般管理費 238,007
営業利益 84,968
営業外収益
受取利息 2,079
受取賃貸料 1,112
その他 3,886 7,078

営業外費用
支払利息 2,549
為替差損 9,632
その他 1,744 13,926

経常利益 78,121
特別利益
固定資産売却益 313
受取賠償金 741
受取保険金 340
その他 71 1,466

特別損失
減損損失 4,315
訴訟関連損失 2,227
その他 1,127 7,670

税金等調整前当期純利益 71,916
法人税、住民税及び事業税 18,709
法人税等調整額 △30,734 △12,025

少数株主損益調整前当期純利益 83,941
少数株主利益 243
当期純利益 83,698

注．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類49

連結株主資本等変動計算書（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）
（単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成25年４月１日残高 53,204 84,321 179,305 △20,453 296,376

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 ― ― △3,577 ― △3,577

当期純利益 ― ― 83,698 ― 83,698

自己株式の取得 ― ― ― △4 △4
株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額） ― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 80,120 △4 80,116

平成26年３月31日残高 53,204 84,321 259,426 △20,457 376,493

その他の包括利益累計額
少数株主
持分 純資産合計その他

有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る

調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

平成25年４月１日残高 2,621 △1,911 △40,342 ― △39,631 2,061 258,806

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― △3,577

当期純利益 ― ― ― ― ― ― 83,698

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― △4
株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額） 3,160 877 19,394 △10,951 12,480 327 12,807

連結会計年度中の変動額合計 3,160 877 19,394 △10,951 12,480 327 92,924

平成26年３月31日残高 5,782 △1,034 △20,947 △10,951 △27,151 2,388 351,730
注．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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計算書類 50

貸借対照表（平成26年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
【資 産 の 部】
流動資産
現金及び預金
受取手形
売掛金
有価証券
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
繰延税金資産
短期貸付金
未収入金
その他
貸倒引当金
固定資産
（有形固定資産）
建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
建設仮勘定
その他
（無形固定資産）
ソフトウェア
その他
（投資その他の資産）
投資有価証券
関係会社株式
長期前払費用
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

357,300
15,868
528

148,390
85,000
4,142
12,531
14,364
18,403
53,343
27,504
3,817

△26,593
289,407
(140,663)
56,570
2,757
25,223

22
4,661
49,089
2,315
23

(10,608)
6,966
3,642

(138,135)
13,830
117,577

371
3,536
2,828
△9

【負 債 の 部】
流動負債 218,420
支払手形 3,209
買掛金 93,981
短期借入金 24,000
1年内償還予定の社債 20,000
1年内返済予定の長期借入金 2,000
リース債務 187
未払金 39,061
未払費用 6,782
未払法人税等 5,168
預り金 4,373
賞与引当金 14,511
役員賞与引当金 76
製品保証引当金 1,839
その他 3,227
固定負債 167,138
社債 90,000
長期借入金 50,500
リース債務 36
退職給付引当金 24,074
製品保証引当金 246
資産除去債務 946
その他 1,334
負債合計 385,559
【純 資 産 の 部】
株主資本 256,804
資本金 53,204
資本剰余金 84,321
資本準備金 84,321
利益剰余金 139,737
利益準備金 3,132
その他利益剰余金 136,604
繰越利益剰余金 136,604

自己株式 △20,457
評価・換算差額等 4,344
その他有価証券評価差額金 5,378
繰延ヘッジ損益 △1,034
純資産合計 261,149

資産合計 646,708 負債純資産合計 646,708
注．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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計算書類51

損益計算書（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）
（単位：百万円）

科 目 金 額
売上高 750,034
売上原価 639,653
売上総利益 110,380
販売費及び一般管理費 61,058
営業利益 49,322
営業外収益
受取利息及び配当金 29,872
その他 4,224 34,096
営業外費用
支払利息 2,111
為替差損 3,915
その他 2,351 8,378
経常利益 75,041
特別利益
固定資産売却益 183
貸倒引当金戻入額 10,656
その他 1,211 12,051
特別損失
固定資産売却損 126
固定資産除却損 378
減損損失 4,246
その他 572 5,323
税引前当期純利益 81,769
法人税、住民税及び事業税 15,683
法人税等調整額 △8,375 7,307
当期純利益 74,461

注．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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計算書類 52

株主資本等変動計算書 （平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）

（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本準備金 利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

平成25年４月１日残高 53,204 84,321 3,132 65,720 68,853 △20,453 185,924
事業年度中の変動額
剰余金の配当 － － － △3,577 △3,577 － △3,577
当期純利益 － － － 74,461 74,461 － 74,461
自己株式の取得 － － － － － △4 △4
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） － － － － － － －

事業年度中の変動額合計 － － － 70,884 70,884 △4 70,880
平成26年３月31日残高 53,204 84,321 3,132 136,604 139,737 △20,457 256,804
　

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算
差額等合計

平成25年４月１日残高 2,366 △1,905 461 186,386
事業年度中の変動額
剰余金の配当 － － － △3,577
当期純利益 － － － 74,461
自己株式の取得 － － － △4
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 3,011 870 3,882 3,882

事業年度中の変動額合計 3,011 870 3,882 74,762
平成26年３月31日残高 5,378 △1,034 4,344 261,149
注．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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監査報告書

監査報告書53

連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告
　

独立監査人の監査報告書
平成26年４月30日

セイコーエプソン株式会社
　取締役会 御中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 渡 邉 秀 俊 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 元 清 二 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 﨑 隆 浩 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、セイコーエプソン株式会社の平成25年４月１日か
ら平成26年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、セイコーエプソン株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の会計監査報告
　

独立監査人の監査報告書
平成26年４月30日

セイコーエプソン株式会社
　取締役会 御中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 渡 邉 秀 俊 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 元 清 二 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 﨑 隆 浩 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、セイコーエプソン株式会社の平成25年４月
１日から平成26年３月31日までの第72期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告
　

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第72期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告い
たします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を
受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の規程に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも
に、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産
の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合
することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施
行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき
整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況に
ついて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについて
は、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。子会社につい
ては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報
告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討い
たしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を「監査に関する品質管
理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づ
き、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及
びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及
び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。
二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。
三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。
四 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方
針については、指摘すべき事項は認められません。
　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿った
ものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目
的とするものではないと認めます。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成26年５月８日
セイコーエプソン株式会社 監査役会

常勤監査役 小 口 徹 ㊞

常勤監査役 矢 島 虎 雄 ㊞

社外監査役 山 本 惠 朗 ㊞

社外監査役 宮 原 賢 次 ㊞

社外監査役 奈 良 道 博 ㊞

以 上
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特集：SE15後期 新中期経営計画

既存事業領域の「転換」と
新規事業領域の「開拓」
平成25年度の振り返り

　SE15 後期 新中期経営計画（以下、新中期計画）では、
平成 25 年度から始まる3カ年において、既存事業領域
においては商品構成の見直しとビジネスモデルの転換を、
新規事業領域においては積極的な市場開拓を進めること
としています。そして、その先の次期中期計画では、「コ
ンシューマー向け画像・映像出力機器中心の企業」から、
「プロフェッショナル向けを含む新たな情報ツールや設備

をクリエイトし、再び力強く成長する企業」への脱皮を目
指し、新中期計画はその「基礎を築く3 年間」と位置づ
けています。
　平成 25 年度の業績につきましては、為替による効果
はありましたが、戦略に基づいた施策の成果が着実に表
れてきたことにより、前期比で大幅な増益となりました。
ここでは、今期に取り組んだ既存事業領域の転換と新規
事業領域の開拓をご紹介します。

お客様価値を実現し
商品構成・ビジネスモデルを着実に転換

　新興国市場における低プリントコストで大量印刷をした
いというお客様のご要望にお応えするために、平成 22
年秋、インドネシアを皮切りに大容量インクタンクシステ
ム搭載インクジェットプリンター（以下、大容量インクタ
ンクモデル）を投入しました。投入当初は数カ国のみで
の販売でしたが、市場での評価が着実に高まり、平成
25 年度末時点では販売地域が約 130カ国にまで拡大
し、販売数量を順調に伸ばすことができました。

新興国市場における
大容量インクタンクモデルの売上拡大

魅力ある商品により
インクジェットプリンターの商品構成を転換
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　国内ホーム向けインクジェットプリンター「カラリオ」で
は、本体の「小型化」を実現したモデルを全ラインナッ
プに展開しました。加えて、スマートフォンやタブレット端
末からも簡単にプリントできる機能やサービスの充実を図
ることで、お客様にとって使いやすく、魅力ある商品をお
届けすることができました。こうした商品は日本だけでな
く、海外向けのプリンターにも展開されています。
　このように商品の魅力向上に取り組んだ結果、平成
25 年の年末商戦期においては、前年同期比で販売数量
が伸びるとともに、付加価値の高い商品の販売比率が上
がったことで、平均販売単価の上昇につながりました。
　さらには、より頻繁にプリントするお客様に満足してお
使いいただくことで、インクカートリッジ売上高の安定化
にもつなげられると考えています。

大容量インクタンクモデル販売数量と販売国数
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大容量インクタンクモデル「L355」
※日本未発売

※ 大容量インクタンクモデルに
ついては、平成23年3月期株主
通信の特集にも掲載していますの
で、詳細はそちらをご覧ください。

※ 営業利益変動要因の数値は、エプソン内部の管理資料に基づき算出した
概算値です。

ふだんはA4、ときどきA3
カラリオ・プリンター「EP-976A3」

コンパクト6色高画質
カラリオ・プリンター「EP-806AW」

ご参考57
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特集：SE15後期 新中期経営計画

既存事業領域の「転換」と
新規事業領域の「開拓」
平成25年度の振り返り

　SE15 後期 新中期経営計画（以下、新中期計画）では、
平成 25 年度から始まる3カ年において、既存事業領域
においては商品構成の見直しとビジネスモデルの転換を、
新規事業領域においては積極的な市場開拓を進めること
としています。そして、その先の次期中期計画では、「コ
ンシューマー向け画像・映像出力機器中心の企業」から、
「プロフェッショナル向けを含む新たな情報ツールや設備

をクリエイトし、再び力強く成長する企業」への脱皮を目
指し、新中期計画はその「基礎を築く3 年間」と位置づ
けています。
　平成 25 年度の業績につきましては、為替による効果
はありましたが、戦略に基づいた施策の成果が着実に表
れてきたことにより、前期比で大幅な増益となりました。
ここでは、今期に取り組んだ既存事業領域の転換と新規
事業領域の開拓をご紹介します。

お客様価値を実現し
商品構成・ビジネスモデルを着実に転換

　新興国市場における低プリントコストで大量印刷をした
いというお客様のご要望にお応えするために、平成 22
年秋、インドネシアを皮切りに大容量インクタンクシステ
ム搭載インクジェットプリンター（以下、大容量インクタ
ンクモデル）を投入しました。投入当初は数カ国のみで
の販売でしたが、市場での評価が着実に高まり、平成
25 年度末時点では販売地域が約 130カ国にまで拡大
し、販売数量を順調に伸ばすことができました。

新興国市場における
大容量インクタンクモデルの売上拡大

魅力ある商品により
インクジェットプリンターの商品構成を転換
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平成25年度の営業利益変動要因
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　国内ホーム向けインクジェットプリンター「カラリオ」で
は、本体の「小型化」を実現したモデルを全ラインナッ
プに展開しました。加えて、スマートフォンやタブレット端
末からも簡単にプリントできる機能やサービスの充実を図
ることで、お客様にとって使いやすく、魅力ある商品をお
届けすることができました。こうした商品は日本だけでな
く、海外向けのプリンターにも展開されています。
　このように商品の魅力向上に取り組んだ結果、平成
25 年の年末商戦期においては、前年同期比で販売数量
が伸びるとともに、付加価値の高い商品の販売比率が上
がったことで、平均販売単価の上昇につながりました。
　さらには、より頻繁にプリントするお客様に満足してお
使いいただくことで、インクカートリッジ売上高の安定化
にもつなげられると考えています。

大容量インクタンクモデル販売数量と販売国数
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大容量インクタンクモデル「L355」
※日本未発売

※ 大容量インクタンクモデルに
ついては、平成23年3月期株主
通信の特集にも掲載していますの
で、詳細はそちらをご覧ください。

※ 営業利益変動要因の数値は、エプソン内部の管理資料に基づき算出した
概算値です。

ふだんはA4、ときどきA3
カラリオ・プリンター「EP-976A3」

コンパクト6色高画質
カラリオ・プリンター「EP-806AW」
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事 例

会社概要（平成26年3月31日現在） 株主メモ

決算期 3月31日

定時株主総会 6月

期末配当金支払株主確定日 3月31日

中間配当金支払株主確定日 9月30日

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社

未払配当金の支払い、
支払明細発行のお問い合わ
せ先・郵便物送付先※1

 〒137-8081東京都江東区東砂七丁目10番11号
 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
 TEL： 0120-232-711（通話料無料）

特別口座管理機関 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

特別口座に記録された株式に
関する各種お手続きのお問い
合わせ先・郵便物送付先※2

 〒168-8507東京都杉並区和泉二丁目8番4号
 みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
 TEL： 0120-288-324（通話料無料）

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし、事故その他やむ
を得ない事由によって電子公告による公告を
することができない場合は、日本経済新聞に
掲載して行う。

公告掲載アドレス   http://www.pronexus.co.jp/koukoku/6724/6724.html

※1　住所氏名変更・配当金振込先指定（変更）等の事務手続きについては、お取引の証券
　　  会社等にお問い合わせの上、所定の変更届等を提出してください。
※2　特別口座にて管理されている単元未満株式（100株未満）の買取りの際には、買取請 
　　  求書を上記「みずほ信託銀行株式会社 証券代行部」にご請求の上、同行にて所定の
　　  手続きを行ってください。

商号 セイコーエプソン株式会社
（SEIKO EPSON CORPORATION）

創立 昭和17年5月18日

本社
 〒392-8502
 長野県諏訪市大和三丁目3番5号
 TEL： 0266-52-3131（代表）

本店
 〒163-0811
 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号新宿NSビル
 TEL： 03-3348-8531（代表）

資本金 532億4百万円

従業員数  連結： 73,171人　単体： 11,680人

グループ会社 94社（当社含む国内21社、海外73社）

<MEMO>

少額投資非課税口座（NISA口座）における配当等のお受け取りについて
新規に購入された当社株式をNISA口座でご所有される場合、配当等
につき非課税の適用を受けるためには、口座管理機関（証券会社等）を
通じて配当等を受け取る方式である「株式数比例配分方式」をお選び
いただく必要がございます。ご所有の株式のうち、特別口座に記録さ
れた株式をお持ちの株主様は「株式数比例配分方式」をお選びいただ
くことができませんのでご注意ください。
NISA口座に関する詳細につきましては、お取引の証券会社等にお問
い合わせください。

ご案内

社会貢献活動

授業をより楽しく、わかりやすくするために、エプソン商品が貢献
　エプソンの社会貢献活動は、エプソンの事業を支えている画像・映像をベースとする技術力・ノウハウを
社会に還元するなど、本業を通じた活動を重視しています。
　また、世界各地でそれぞれの地域社会に根ざした活動に努めており、活動内容や運営方法に工夫を加え
ることで、社会貢献活動にも特徴が発揮できるようにしています。
　ここでは、アメリカにおける教育支援活動をご紹介します。

　アメリカにある販売現地法人Epson America, Inc. （以
下、EAI）は、平成 25 年 12 月に、ニューヨークに拠点
を置く非営利団体「DonorsChoose.org （以下、ドナー
ズチューズ）」と提携し、EAI のオンラインストアでの一定
期間における特定商品の販売金額の5％に相当する金銭
および備品を寄付することを決めました。 （最大 10万米
ドル（日本円で約 1,000 万円）相当 ）
　ドナーズチューズでは、全米の幼稚園から高校までの公
立学校の先生から授業を改善するためのアイデアと、その
ために必要な文房具や情報機器など、さまざまな備品のリ
クエストを受け付け、それを一件ずつプロジェクトとしてオ
ンライン上で紹介しています。企業や一般の方は支援した
いプロジェクトを選び、ドナーズチューズを通して金銭や備
品を寄付することで、教育
改善に貢献することができ
ます。
　EAIでは、以前にもドナー
ズチューズと提携して10万
米ドル相当の金銭および備
品を寄付した結果、多数の
子どもたちに喜んでもらうこ
とができました。その中から、
一つの事例をご紹介します。

　ニューヨーク市のある幼稚園の先生は、授業中に
子どもたちの注意力が続かないことに悩んでいました
が、プロジェクターを使うことでこの問題を解決でき
るのではないかと考えました。
　幼稚園の予算は限られていたため、ドナーズチュー
ズにリクエストしたところ、教室にエプソンプロジェク
ターを設置することができました。
　先生は、それまで読んでいた本を映画に仕立てて投
写したり、子どもたちの大好きなキャラクターが登場
する対話型動画コンテンツを投写して、算数の授業を
楽しい時間に変えたりしました。
　このようにプロジェク
ターを有効活用する先生
のアイデアによって、子ど
もたちが授業に集中するよ
うになり、クラス全体の学
力も向上したのです。
　先生にとっても子どもた
ちにとっても、エプソンの
プロジェクターは授業にな
くてはならないものになり
ました。

子どもから届いたお礼の手紙

教室でプロジェクターを使っている
子どもたち
（写真提供：ドナーズチューズ）

日本
25% 

米州 
  4% 

アジア・
オセアニア
68% 

欧州
  3% 

所在地別
従業員数の
割合

ご参考61

事業報告書 2014年05月16日 20時29分 $FOLDER; 62ページ （Tess 1.40 20131220_01）



事 例
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ホームページアドレス　http://www.epson.jp
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ザ･ペニンシュラ
東京

Ｂ５

Ｂ７

Ｂ４

Ｄ３Ｄ１
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地下鉄丸の内線
東京駅

　交通のご案内
JR線
●東京駅（丸の内南口）より徒歩約10分
●京葉線東京駅（6番出口）より徒歩約3分
●有楽町駅（国際フォーラム口）より徒歩約5分

地下鉄
●千代田線  二重橋前駅  より徒歩約5分
●有楽町線  有楽町駅  より徒歩約5分
●丸の内線  東京駅  より徒歩約15分

●日比谷線  日比谷駅  より徒歩約10分
●都営三田線  日比谷駅  より徒歩約5分

　会 場

東京會舘　9階 ローズルーム
東京都千代田区丸の内三丁目2番1号
電話 （03）3215-2111

株主総会会場は、下記案内図をご参照ください。

　　は地下鉄出口です。

（駐車場のご用意はいたしておりませんので、ご来場の際は公共交通機関をご利用ください）

※B5出口を左に曲がり、さらに左に曲がると東京會舘入口となります。
※B5出口のほか、B4出口が便利です。

東京會舘

第72回定時株主総会 会場のご案内
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株主各位

第72回定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示情報

連 結 注 記 表
個 別 注 記 表

（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）

「連結注記表」および「個別注記表」につきましては、法令および当社定款第15条の規定に基づき、当社ウェ
ブサイトに掲載することにより株主の皆様に提供しております。

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2014年05月22日 09時14分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.40 20131220_01）



連 結 注 記 表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲に関する事項

（１）連結子会社の数
連結子会社の数 86社
主要な連結子会社は次のとおりであります。
エプソン販売株式会社 エプソンダイレクト株式会社
オリエント時計株式会社 宮崎エプソン株式会社（＊１）
東北エプソン株式会社 秋田エプソン株式会社
エプソンアトミックス株式会社
U.S. Epson, Inc. Epson America, Inc.
Epson Electronics America, Inc. Epson Portland Inc.
Epson El Paso, Inc. Epson Europe B.V.
Epson（U.K.）Ltd. Epson Deutschland GmbH
Epson Europe Electronics GmbH Epson France S.A.
Epson Italia s.p.a. Epson Iberica, S.A.
Epson（China）Co., Ltd. Epson Korea Co., Ltd.
Epson Hong Kong Ltd. Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.
Epson Singapore Pte. Ltd. Epson Australia Pty. Ltd.
Tianjin Epson Co., Ltd. Epson Precision（Hong Kong）Ltd.
Epson Engineering（Shenzhen）Ltd. Epson Precision（Shenzhen）Ltd.
Singapore Epson Industrial Pte. Ltd. P.T.Indonesia Epson Industry
Epson Precision（Philippines），Inc. Epson Precision Malaysia Sdn. Bhd.（＊２）

　 （＊１）平成25年４月 エプソントヨコム株式会社から社名変更
（＊２）平成25年４月 Epson Toyocom Malaysia Sdn. Bhd.から社名変更

（連結子会社の変動理由）
　（減少２社）

清算によるもの２社
　 PT Epson Toyocom Indonesia
　 Shanghai Epson Electronics Co., Ltd.

― 1 ―
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（２）主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社は次のとおりであります。
有限会社エプソンスワン
（非連結子会社について連結の範囲から除外した理由）
非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余
金（持分に見合う額）等は、連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除いており
ます。

２．持分法の適用に関する事項

（１）持分法を適用している非連結子会社は次のとおりであります。
有限会社エプソンスワン

（２）持分法を適用している関連会社は次の６社であります。
アヴァシス株式会社 エプソン日新トラベルソリューションズ株式会社
Time Module (Hong Kong) Ltd. TekCare corporation（＊）
Shanghai Epson Magnetics Co., Ltd. For.Tex S.r.l

　 （＊）平成25年４月 epService Co., Ltd.から社名変更

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　一部の在外連結子会社の決算日は12月31日であり、連結計算書類作成にあたっては連結決算日現在で実施
した仮決算に基づく計算書類を使用しております。
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４．会計処理基準に関する事項
　
（１）重要な資産の評価基準および評価方法
　① 有価証券
　 満期保有目的の債券
　 …償却原価法（定額法）
　 その他有価証券
　 時価のあるもの

…当連結会計年度末日の市場価格等による時価法（評価差額は主として全部純資産直入法により処理
し、取得原価は移動平均法により算定）

　 時価のないもの
　 …主として移動平均法による原価法
　② デリバティブ
　 時価法
　③ たな卸資産

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
　
（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法
　① 有形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しております。

　 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 10～35年
機械装置及び運搬具 ２～12年

　
（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
　有形固定資産の減価償却方法の変更
　有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法について、当社および国内連結子会社は、従来、定率法
（平成10年４月１日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法）を採用しておりましたが、当連
結会計年度より定額法に変更しております。
　当社および国内連結子会社は、「SE15後期 新中期経営計画」の策定を契機に、有形固定資産の減価償却方
法について検討した結果、プリンティング領域でのマイクロピエゾ技術のあらゆる印刷領域への展開、競争力
強化実現のための小型プラットフォームの全面展開によって設備の汎用性が高まることから生産設備の稼働が
平準化する見込みであります。また、デバイス精密領域での水晶事業、半導体事業の機能統合による体質強化
や当領域の事業規模の適正化による生産性改善を推進した結果、今後、生産設備の稼働が平準化する見込みで
あります。これらの事業構成および設備使用計画の変化にともない、生産設備は長期安定的に使用されること
が見込まれるため、定額法を採用し均等に費用配分を行うことが事業特性をより適切に反映するものと判断し
たものであります。
　なお、これによる連結計算書類に与える影響は軽微であります。

― 3 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2014年05月22日 09時14分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.40 20131220_01）



（会計上の見積りの変更）
有形固定資産の耐用年数の変更
　当社および国内連結子会社は、当連結会計年度より、一部の有形固定資産の耐用年数を変更しております。
この変更は、減価償却方法の変更を契機に、生産設備について、使用年数、投資回収期間等を総合的に検討
し、生産実態に応じた耐用年数に見直したものであります。
　なお、これによる連結計算書類に与える影響は軽微であります。

　② 無形固定資産（リース資産を除く）
　 定額法を採用しております。
　 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

ソフトウェア ３～５年
　③ リース資産
　 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（３）重要な引当金の計上基準
　① 貸倒引当金
　売上債権、貸付金等の貸倒れにそなえ、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

　② 賞与引当金
　 従業員賞与の支給にそなえ、主として支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。
　③ 役員賞与引当金
　 役員賞与の支給にそなえ、支給見込額を計上しております。
　④ 製品保証引当金
　将来の製品保証にともなう支出にそなえ、過年度のアフターサービス費の売上高に対する発生率による額
のほか、支出が具体的に見積り可能な特定事業について、当該発生見積額を計上しております。

　⑤ 訴訟損失引当金
　訴訟関連費用の支出にそなえ、損害賠償金・訴訟費用等について、当連結会計年度末において必要と認め
た合理的な発生見積額を計上しております。

　⑥ リサイクル費用引当金
　販売した家庭系パーソナルコンピューターの将来の回収および再資源化にともなう支出にそなえ、当該発
生見積額を計上しております。
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（４）退職給付に係る会計処理の方法
　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職
給付債務から年金資産を控除した額を計上しております。
　過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法に
より費用処理しております。
　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５
年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
　未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるそ
の他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

（会計方針の変更）
　退職給付に関する会計基準等の適用
　当連結会計年度末より、「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下、
「退職給付会計基準」という。）および「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25
号 平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を適用しております（ただし、退職給付会計基
準第35項本文および退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く）。これにともない、退職給付債務
から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異
および未認識過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上しております。
　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な扱いに従っており、当連
結会計年度末において、当該変更にともなう影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に
加減しております。
　この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が44,221百万円計上されております。また、そ
の他の包括利益累計額が10,951百万円減少しております。
　なお、１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

（５）重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、当連結会計年度末日の為替相場により円貨に換算し、換算差額は当連結会計年度の
損益として処理しております。なお、在外子会社などの資産および負債は、当連結会計年度末日の為替相場に
より円貨に換算し、収益および費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替
換算調整勘定ならびに少数株主持分に含めております。
　
（６）重要なヘッジ会計の方法
　① ヘッジ会計の方法
　原則として時価評価によるヘッジ手段に係る損益を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部
における繰延ヘッジ損益として繰り延べております。

　② ヘッジ手段とヘッジ対象
　 為替予約取引および直物為替先渡取引（ＮＤＦ）
　 …入出金外貨額
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　③ ヘッジ方針
　通貨関連について、ネッティング等の利用によりヘッジ対象外貨額を最小にした上で、主として外貨建売
上に関わる為替の市場変動リスクを抑えるために行っております。

　④ ヘッジ有効性評価の方法
　ヘッジ手段とヘッジ対象の変動率が同一であることから、ヘッジ開始時およびその後も継続して双方の相
場変動が相殺されるため、ヘッジ有効性の評価は省略しております。

（７）のれんの償却方法および償却期間
　 のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。

（８）消費税等の会計処理
　 税抜方式によっております。

（９）連結納税制度の適用
　 連結納税制度を適用しております。
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連結貸借対照表に関する注記

　保証債務
　 正規従業員の住宅金融・住宅財形融資制度による銀行からの借入金等に対して保証を行っております。
正規従業員 270百万円

連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．当連結会計年度末日における発行済株式の総数
普通株式 199,817,389株

２．剰余金の配当に関する事項
（１）配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配 当 額 基 準 日 効力発生日

平成25年６月24日
定時株主総会 普通株式 1,252百万円 ７円 平成25年３月31日 平成25年６月25日

平成25年10月31日
取締役会 普通株式 2,325百万円 13円 平成25年９月30日 平成25年12月６日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
　 次のとおり、付議します。

決 議 予 定 株式の
種 類 配当金の総額 配当の

原 資
１ 株
当たり
配当額

基 準 日 効力発生日

平成26年６月24日
定時株主総会 普通株式 6,618百万円 利益剰余金 37円 平成26年３月31日 平成26年６月25日
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金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項
　エプソングループ（以下「エプソン」という。）は、資金運用については安全性および流動性を考慮し、資
金効率を最も高められる運用手段を適宜選択しております。また資金調達については現在、銀行借入および社
債などによっております。
　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、当社グループの債権管理規程に従い、財務状況の悪化など
による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
　投資有価証券については、定期的に発行体の財務状況などを把握し、保有状況を見直しております。
　デリバティブ取引は、為替の変動リスクに対する為替予約取引および直物為替先渡取引（ＮＤＦ）でありま
す。なお、デリバティブ取引はリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針でありま
す。

２．金融商品の時価等に関する事項
　当連結会計年度末日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであ
ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（注２参
照）。

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

（１）現金及び預金 118,570 118,570 ―

（２）受取手形及び売掛金 146,085 146,085 ―

（３）有価証券 85,013 85,013 ―

（４）投資有価証券 14,268 14,268 ―

資産計 363,937 363,937 ―

（１）支払手形及び買掛金 72,821 72,821 ―

（２）短期借入金 57,955 57,955 ―

（３）未払金 50,642 50,642 ―

（４）社債（１年内償還予定を含む） 110,000 110,588 588

（５）長期借入金（１年内返済予定を含む） 52,500 52,676 176

負債計 343,918 344,683 764

デリバティブ取引（＊） （2,060） （2,060） ―
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（＊）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目
については（ ）で示しております。

注１．金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項
資産
（１）現金及び預金、（２）受取手形及び売掛金、ならびに（３）有価証券
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。

（４）投資有価証券
　 これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。

負債
（１）支払手形及び買掛金、（２）短期借入金、ならびに（３）未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。

（４）社債（１年内償還予定を含む）
　 当社の発行する社債の時価は、主に市場価格に基づき算定しております。

（５）長期借入金（１年内返済予定を含む）
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大
きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっており
ます。
なお、固定金利によるものは、当該長期借入金の元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定
される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引
　時価の算定は先物為替相場等によっております。

注２．時価を把握することが極めて困難と認められる主な金融商品

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 884百万円
　これらについては、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（４）投資有価
証券」には含めておりません。
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１株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額（注） 1,952円83銭

（注） ４．会計処理基準に関する事項（４）退職給付に係る会計処理の方法（会計方針の変更）に記載のとお
　 り、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っております。
　 この結果、当連結会計年度の１株当たり純資産額が、61.22円減少しております。

２．１株当たり当期純利益 467円87銭

重要な後発事象に関する注記

（確定給付企業年金制度の改定）
　当社および一部の国内連結子会社は、平成26年４月１日付で、今後の環境変化にも適応できる企業年金制度に
再構築し、将来にわたり安定的に維持運営することを目的として、確定給付企業年金制度の改定を実施いたしま
した。
　なお、本制度の改正による翌連結会計年度以降の損益に与える影響額については、退職給付債務の減少にとも
なう費用の減額が見込まれますが、新制度における退職給付債務を算定中であるため、現時点では未確定であり
ます。
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個 別 注 記 表

重要な会計方針

１．資産の評価基準および評価方法

（１）有価証券
　 満期保有目的の債券
　 …償却原価法（定額法）
　 子会社株式および関連会社株式
　 …移動平均法による原価法
　 その他有価証券
　 時価のあるもの

…当期末日の市場価格等による時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、取得原価は移動平
均法により算定）

　 時価のないもの
　 …主として移動平均法による原価法

（２）デリバティブ
　 時価法

（３）たな卸資産
主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産（リース資産を除く）
　 定額法
　 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 10～35年
機械及び装置 ５～12年
（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
有形固定資産の減価償却方法の変更
有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法について、当社は、従来、定率法（平成10年４月１
日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定
額法に変更しております。
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当社は、「SE15後期 新中期経営計画」の策定を契機に、有形固定資産の減価償却方法について検討し
た結果、プリンティング領域でのマイクロピエゾ技術のあらゆる印刷領域への展開、競争力強化実現のた
めの小型プラットフォームの全面展開によって設備の汎用性が高まることから生産設備の稼働が平準化す
る見込みであります。また、デバイス精密領域での水晶事業、半導体事業の機能統合による体質強化や当
領域の事業規模の適正化による生産性改善を推進した結果、今後、生産設備の稼働が平準化する見込みで
あります。これらの事業構成および設備使用計画の変化にともない、生産設備は長期安定的に使用される
ことが見込まれるため、定額法を採用し均等に費用配分を行うことが事業特性をより適切に反映するもの
と判断したものであります。
なお、これによる計算書類に与える影響は軽微であります。

（会計上の見積りの変更）
有形固定資産の耐用年数の変更
当社は、当事業年度より、一部の有形固定資産の耐用年数を変更しております。この変更は、減価償却
方法の変更を契機に、生産設備について、使用年数、投資回収期間等を総合的に検討し、生産実態に応じ
た耐用年数に見直したものであります。
なお、これによる計算書類に与える影響は軽微であります。

（２）無形固定資産（リース資産を除く）
　 定額法
　 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

ソフトウェア ３～５年

（３）リース資産
　 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準

（１）貸倒引当金
　売上債権、貸付金等の貸倒れにそなえ、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（２）賞与引当金
　従業員賞与の支給にそなえ、支給見込額の当期負担額を計上しております。

（３）役員賞与引当金
　 役員賞与の支給にそなえ、支給見込額を計上しております。
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（４）製品保証引当金
　将来の製品保証にともなう支出にそなえ、過年度のアフターサービス費の売上高に対する発生率による額の
ほか、支出が具体的に見積り可能な特定事業について、当該発生見積額を計上しております。

（５）訴訟損失引当金
　訴訟関連費用の支出にそなえ、損害賠償金・訴訟費用等について、当期末において必要と認めた合理的な発
生見積額を計上しております。

（６）退職給付引当金
　従業員の退職給付にそなえ、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しておりま
す。
　過去勤務債務は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法
により按分した額をそれぞれ発生時より損益処理しております。
　数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定
額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から損益処理することとしております。

４．外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、当期末日の為替相場により円貨に換算し、換算差額は当期の損益として処理してお
ります。

５．ヘッジ会計の方法

（１）ヘッジ会計の方法
　原則として時価評価によるヘッジ手段に係る損益を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部に
おける繰延ヘッジ損益として繰り延べております。

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象
　 為替予約取引および直物為替先渡取引（ＮＤＦ）
　 …入出金外貨額

― 13 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2014年05月22日 09時14分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.40 20131220_01）



（３）ヘッジ方針
　通貨関連については、ネッティング等の利用によりヘッジ対象外貨額を最小にした上で、主として外貨建売
上に関わる為替の市場変動リスクを抑えるために行っております。

（４）ヘッジ有効性評価の方法
　ヘッジ手段とヘッジ対象の変動率が同一であることから、ヘッジ開始時およびその後も継続して双方の相場
変動が相殺されるため、ヘッジ有効性の評価は省略しております。

６．消費税等の会計処理

　 消費税および地方消費税の会計処理については、税抜方式によっております。

７．連結納税制度の適用

　 連結納税制度を適用しております。
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貸借対照表に関する注記

１．有形固定資産の減価償却累計額 606,989百万円

２．保証債務
（１）関係会社の銀行借入金等に対して次のとおり保証を行っております。

Epson Precision（Philippines），Inc. 11,407百万円
P. T. Epson Batam 4,075百万円
Epson（China）Co., Ltd. 3,087百万円
Epson Precision（Thailand）Ltd.（※） 2,431百万円
Epson Singapore Pte. Ltd. 2,187百万円
Singapore Epson Industrial Pte. Ltd. 1,854百万円
Epson Precision（Johor）Sdn. Bhd. 1,368百万円
Epson Europe B.V. 1,000百万円
その他（11社） 1,363百万円
　合計 28,776百万円

　 （※）平成25年４月 Epson Toyocom（Thailand）Ltd.から社名変更

（２）正規従業員の住宅金融・住宅財形融資制度による銀行からの借入金等に対して保証を行っております。
正規従業員 269百万円

３．関係会社に対する金銭債権および金銭債務
短期金銭債権 201,398百万円
長期金銭債権 1,503百万円
短期金銭債務 92,254百万円
長期金銭債務 741百万円

損益計算書に関する注記

　関係会社との取引高
売上高 664,987百万円
仕入高 349,974百万円
その他の営業取引 23,267百万円
営業取引以外の取引 33,651百万円
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株主資本等変動計算書に関する注記

　当期末日における自己株式の総数
自己株式 20,927,083株

税効果会計に関する注記

　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
　繰越欠損金 15,605百万円
　固定資産（減損および償却超過） 13,836百万円
　貸倒引当金 9,411百万円
　退職給付引当金 8,518百万円
　株式評価減 7,748百万円
　賞与引当金 5,161百万円
　たな卸資産評価減 4,555百万円
　製品保証引当金 737百万円
　一括償却資産 255百万円
　その他 3,924百万円
　繰延税金資産小計 69,755百万円
　評価性引当額 △45,174百万円
　繰延税金資産合計 24,581百万円
繰延税金負債
　その他有価証券評価差額金 △1,766百万円
　土地評価差額 △800百万円
　繰延ヘッジ損益 △29百万円
　吸収分割により承継した無形固定資産 △24百万円
　資産除去債務に対応する除去費用 △19百万円
　繰延税金負債合計 △2,641百万円
　繰延税金資産の純額 21,939百万円
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関連当事者との取引に関する注記

子会社 （単位：百万円）

会社等の名称
議決権等の
所有(被所有)

割合
関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

エプソン販売㈱ 所有
直接100％

当社製品の
販売
役員の兼任

情報関連機器お
よびセンサー産
業機器の販売
（注1）

136,027 売掛金 23,190

余剰資金の預り
(注2) （注3） 預り金 831

Epson America,
Inc.

所有
間接100％

米州地域統
括会社
当社製品の
販売
役員の兼任

情報関連機器お
よびセンサー産
業機器の販売
（注1）

190,835 売掛金 50,540

Epson Europe
B.V.

所有
直接100％

欧州地域統
括会社
当社製品の
販売
役員の兼任

情報関連機器の
販売（注１） 149,993 売掛金 25,687

Epson Engineering
(Shenzhen) Ltd.

所有
間接100％

当社製品の
製造委託
役員の兼任

情報関連機器お
よびセンサー産
業機器の購入
（注4）

62,453
買掛金 11,648

未収入金 3,881

Singapore Epson
Industrial Pte.Ltd.

所有
直接100％

当社製品の
製造委託
役員の兼任

情報関連機器お
よびデバイス精
密機器の購入
(注4)

12,152
買掛金 6,522

未収入金 4,148

P.T. Indonesia
Epson Industry

所有
直接100％

当社製品の
製造委託
役員の兼任

情報関連機器の
購入（注4） 97,276

買掛金 16,050

未収入金 3,005

Epson Precision
（Philippines），
Inc.

所有
直接100％

当社製品の
製造委託
役員の兼任

情報関連機器の
購入（注4） 80,147

買掛金 14,575

未収入金 1,463

エプソンイメージン
グデバイス㈱

所有
直接100％ 資金貸付

必要資金の貸付
（注2） 2,523 短期貸付金 42,653

連結納税予定額 10,396 未払金 10,396
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取引条件および取引条件の決定方針等
注１．販売価格は、市場価格から適切な販売会社のマージンを控除し、決定しております。
注２．必要資金の貸付および余剰資金の預りは、グループ内の資金貸借制度を制定し、制定したルールのもとで
実施しております。

注３．必要資金の貸付および余剰資金の預りは、資金貸借制度のもとで日々資金移動を行っていることから、取
引金額欄への記載は行っておりません。

注４．購入価格は、製造原価に製造会社の適正な利益を上乗せし、決定しております。
注５．子会社への貸倒懸念債権等について、合計26,589百万円の貸倒引当金を計上しております。なお、合計
57百万円の貸倒引当金繰入額、合計10,656百万円の貸倒引当金戻入額、合計354百万円の債権放棄損および
債務保証損失引当金戻入額129百万円を計上しております。

注６．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

１株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額 1,459円83銭

２．１株当たり当期純利益 416円24銭

重要な後発事象

（確定給付企業年金制度の改定）
　当社は、平成26年４月１日付で、今後の環境変化にも適応できる企業年金制度に再構築し、将来にわたり安定
的に維持運営することを目的として、確定給付企業年金制度の改定を実施いたしました。
　なお、本制度の改定による翌事業年度以降の損益に与える影響額については、退職給付債務の減少にともなう
費用の減額が見込まれますが、新制度における退職給付債務を算定中であるため、現時点では未確定でありま
す。
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